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事 業 委 員 会 

 

日   時 平成２８年９月９日（金）午前１０時０２分開会－午後４時５７分閉会 

場   所 役場３階 第２委員会 

 

出席委員 反保委員長、中原副委員長、辻下、和田、松尾、田島、竹原、小川、 

 

欠席委員 なし 

 

傍聴議員 坂原、道工、奥野、出口 

 

出席理事者 田代町長、中口副町長、種村副町長 

      笠間教育長、木下都市整備部長、保井まちづくり戦略室長兼町長公室長 

      古谷総務部長、四至本財政改革部長、鵜久森都市整備部水道事業理事 

      佐藤総務部理事兼財政改革部理事兼まちづくり戦略室理事 

      家永都市整備部理事兼道の駅建築総括、早野都市整備部理事兼道の駅総括 

      西地方創生企画政策監、中谷土木下水道課長 

      吉田産業観光課長兼観光推進係長、多賀井二国推進課長 

      寺田地方創生企画政策担当課長、奥都建築課長、是澤土木下水道課長代理 

      奥田建築課主幹兼住宅管理係長、小坂土木下水道課下水道係長 

      西野土木下水道課土木係長、西澤水道課参事、永田水道課総務係長 

案   件 

     （１）付託案件について 
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（午前１０時０２分 開会） 

反保委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから事業委員会を開会します。 

本日の出席委員は８名です。理事者につきましては全員出席です。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立しました。 

これより事業委員会を開きます。 

なお、携帯電話はマナーモードに設定をお願いいたします。 

また、理事者から報告事項がありますので、委員会終了後、引き続き協議会を開催しま

す。 

初めにお諮りします。 

ただいま連絡を受けました傍聴許可申し出に対して許可したいと思います。よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 傍聴を許可します。 

９月７日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案７件の審査を行います。 

それでは、これより議事に入ります。 

なお、発言者につきましては、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いします。 

また、理事者の発言は、所属部署と氏名を言ってからお願いします。 

また、私が質疑、討論をするときは、副委員長に委員長の職務をかわっていただき、委

員長席のまま質疑、討論することをご了承お願いいたします。 

それでは、議案第４７号「平成２８年度岬町一般会計補正予算（第３次）の件」のうち、

本委員会に付託されました案件について議題とします。 

本件につきまして、担当課から説明を求めます。 

奥課長。 

奥建築課長 おはようございます。委員会資料１ページをご参照ください。 

１４国庫支出金、２国庫補助金、住宅費補助金としまして１，６０３万５，０００円の

補正計上をするものでございます。 

内容としましては、本会議でご説明させていただいております建設労務単価の急上昇に

よる影響を緩和する措置に伴う、町営緑ヶ丘住宅ＰＦＩ事業の変更に係る国庫補助金で、

補助率は増減額のおおむね２分の１でございます。 

反保委員長 吉田課長。 
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吉田産業観光課長 続きまして、１５府支出金、３委託金、商工費委託金として４１万円の増額補

正をするものでございます。 

内容としましては、大阪府と契約しております多奈川小島地区の海釣り公園の道の駅施

設の管理委託金の額の確定に伴う増額でございます。 

詳細につきましては、歳出のほうでご説明をいたします。 

以上です。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 続きまして、１７寄附金、１寄附金、一般寄附金としまして１００万円の補

正計上をするものです。 

内容としましては、平成２８年４月１１日多奈川西地区にお住まいの方より、福祉関係

の費用に充ててほしいとのことで寄附金の申し出があり、関係者と協議した結果、高齢者

の歩行の安全を守る観点から、道路舗装の修繕と、子育ての観点から、書籍の購入に充て

るために予算要求するものです。 

詳細につきましては、後ほど歳出でご説明いたします。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 続きまして、２１町債、１町債、住宅債としまして、１，６００万円の補正計上をす

るものでございます。 

内容としましては、町営緑ヶ丘住宅ＰＦＩ事業の変更に係る起債でございます。 

以上、当委員会付託分歳入合計といたしまして、３，３４４万５，０００円の増額補正

を行うものでございます。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 続きまして、２ページをご参照ください。歳出のほうの説明に入らせていただ

きます。 

６農林水産業費、１農業費、農業施設改良事業といたしまして、１０２万１，０００円

の増額補正をお願いするものでございます。 

４ページをご参照ください。 

内容につきましては、多奈川西畑の二の宿農道の路肩が大雨で崩れまして、農業用水路

に土砂が流入し、取水困難な状況となったため、改修の必要が生じたものでございます。 

２ページにお戻りください。 

続きまして、６農林水産業費、２林業水産業費、林道整備費としまして、６８万５，０
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００円の増額をお願いするものでございます。 

５ページをご参照ください。 

内容につきましては、６月の大雨によりまして、林道孝子犬飼線の路肩が崩壊し、改修

の必要が生じたため、予算の増額をお願いするものでございます。 

すみません、もう一度２ページにお戻りください。 

続きまして、７商工費、１商工費、海釣り公園道の駅事業といたしまして４１万円を増

額補正するものでございます。 

内容といたしましては、とっとパーク小島の道の駅施設の管理委託料の額が確定したこ

とに伴います補正でございます。毎年、当初予算要求は概算によるものとなっておりまし

て、年度当初の契約時において額が確定されることから、補正の必要が生じたものでござ

います。 

続きまして、７商工費、１マスコットキャラクター運営事業といたしまして、３０万１，

０００円を補正するものでございます。 

内容といたしましては、マスコットキャラクターグッズのうち、無料提供用の対象グッ

ズとして製作をしておりましたボールペンの在庫がなくなったことより、追加製作の必要

が生じたため、増額補正するものでございます。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 委員会資料２ページから３ページをごらんください。 

８土木費、２道路橋梁費、里道管理費としまして２０万円の補正計上をするものです。 

委員会資料６ページをご参照ください。 

内容としましては、本議会で説明させていただいてますが、多奈川小島地区の府道岬加

太港線沿いのみさき中央霊園に隣接している里道と水路敷に挟まれた町所有の土地に、み

さき中央霊園がコンクリート構造物を構築していることにより、本町に対しての水路敷の

公用廃止、町所有の土地の払い下げ申請につき、岬町の再三の指導にもかかわらず進捗が

見られないため、みさき中央霊園に対し公共用地明け渡し請求並びに土地の使用料相当の

損害金の支払いを求める訴訟に係る弁護士委託の着手金に充てるものです。 

委員会資料３ページにお戻りください。 

続きまして、２道路維持費、一般道路整備費といたしまして、９０万円の補正計上をす

るものです。 

委員会資料７ページをご参照ください。 
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内容としましては、太線で書かれている箇所において舗装打設後、長年が経過し、舗装

の表面が劣化しているため、高齢者の方が歩きやすくするために、約４００平米の舗装修

繕を行うものです。 

また、残金１０万円につきましては、しあわせ創造部において、子育ての観点から書籍

の購入に充てるものです。 

委員会資料３ページにお戻りください。 

続きまして、３河川費、１河川水路維持費、河川水路管理費といたしまして、７８万１，

０００円の補正計上を行うものです。 

委員会資料８ページをご参照ください。 

内容としましては、みさき公園青葉台地内の岬町深日９９４番地の２５２で、土木下水

道課が行政財産として管理を行っている水路敷の一部に機能がないため、今後、町有地を

有効活用する上で普通財産にするために必要な境界確定及び分筆に係る費用を要求するも

のです。 

委員会資料３ページにお戻りください。 

３河川費、１河川水路維持費、河川水路改修事業費といたしまして、７５６万円の補正

計上をするものです。 

委員会資料９ページをご参照ください。 

内容としましては、深日兵庫地区にあります兵庫排水ポンプの取りかえ工事であります。 

当該ポンプにつきましては、高潮、津波時の内水排除のための排水ポンプとしまして、

昭和５４年設置以来、約３７年間軽微な補修を重ね運用してきましたが、ことし６月の定

期点検において、既設排水ポンプが稼働不可能であることが判明しましたので、メンテナ

ンス会社、ポンプメーカーを含め、補修について協議しましたが、設置以来、長年経過し

ているために補修不可能であることにより、排水ポンプの取りかえ工事を行うものです。 

なお、現在のポンプ場の状況につきましては、６月の定期点検でポンプが稼働できない

状況の確認後、直ちに現在のポンプの定期点検を契約している東洋メンテナンス株式会社

と対策について協議したところ、ポンプ交換までの間、メンテナンス会社所有の投げ込み

型排水ポンプの無償貸し出しの申し出があり、現在のところそのポンプを設置しています。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 続きまして、５住宅費、公営住宅維持補修費としまして、３８０万円を増額補正する

ものでございます。 
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費用の内訳でございますが、公営住宅改修工事としまして２５０万円を、公営住宅除却

工事としまして１３０万円でございます。 

公営住宅改修工事は、ことしになって明け渡しがありました小田平住宅２戸を、今年度

の入居者募集を行うため、改良住宅の空き家を改修するものでございます。 

また、公営住宅除却工事もことしになって明け渡しがありました多奈川東住宅１戸の除

却工事を行うものでございます。 

続きまして、公営住宅建設事業費としまして、３，２０７万１，０００円を補正計上す

るものでございます。 

内容は、歳入でご説明させていただきました町営緑ヶ丘住宅ＰＦＩ事業の変更に係る補

正でございます。 

以上、当委員会付託分歳出合計としまして、４，７７２万９，０００円の増額補正を行

うものです。 

次に、下の地方債補正（変更）の表をごらんください。 

起債目的は、公営住宅建設事業で、補正前限度額２億２，７００万円を、補正後限度額

２億４，３００万円に変更するものでございます。 

反保委員長 ご苦労さんです。ただいまの説明に対しまして、質疑ございませんか。 

竹原委員。 

竹原委員 委員長にちょっとお聞きしたいんですけども、ＰＦＩの変更のところについて、この補

正予算のところで聞いたほうがいいものか、次の契約変更のところで聞いたほうがいいも

のかという、ちょっと分けようがなくて、もう一式で聞いてよろしいでしたか。 

反保委員長 今のこの補正の中でも発生していますので、今でも。 

竹原委員 はい、わかりました。そしたら、順に聞かせてもらいます。 

今回、補正予算の中でも特筆すべき公営住宅建設事業費というところ、歳出で言います

と３，２０７万１，０００円というところでございます。本会議でも説明がございました

が、主に労務単価の上昇を反映して、どうしても必要なものだといった説明がございまし

た。分厚い資料もいただきまして、計算式等々も添付していただいて、それに関係する金

額を書いた資料もいただいたんですけども、労務単価が上昇してるというこの表によりま

すと、確かにこの説明資料の２ページのところでもかなり大幅に上がってるのかな、これ

は国が示す資料なんですけどね。実際、私はその現場の作業員ではないので、実感はして

ないんですけども、現場の作業をその業界の方にちらほらと聞く機会がありましたので、
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この業界って景気がいいんですね、というようなことをお聞きすると、実際はそういうこ

とがないと、労務単価が上がっているという実感がないんだということを多くの方から聞

きます。実際、労務単価が上がることによって、ここで採用されている方の給料に反映さ

れているのであれば、これはもう絶対支払うべきものであって、町が負担するものだと思

うんですけども、実際にこの追加した３，２０７万１，０００円がお給料として反映され

ているかどうかというのは、これはわかるものなんですかね。まず、その点をご質問させ

ていただきたいと思います。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 今、竹原委員の質問に答えさせていただきます。 

その現場において作業員の賃金に反映されているかどうかということになるんですけど

も、そこにつきましては、まず、今回上げさせていただいてる別冊の資料なんですけども、

そこに書いてます、４ページ以降になるんですが、そこで、ここに書かれてるものといい

ますのが、平均労務単価を示しており、公共工事設計において上昇する労務単価の実情を

的確に反映させるために通知したものであります。よって、この労務単価は公共工事の工

事費の積算に用いるものであることから、下請契約における労務単価の雇用契約における

労働者への支払い賃金を拘束するものではないとの留意事項が示されております。 

したがって、公共工事における下請契約における労務単価は、この通知金額を参考にし

て、それぞれの実際の工事期間中の労働者の需要関係や、当該工事箇所の立地条件などか

ら決定されるものと認識しております。 

ただし、この労働者への賃金決定に当たっては、この通知内容を参考にし、労働基準法、

労災保険、社会保険などの労働者に適用される各種法令に合致したものであることは当然

なところで、工事請負業者に対して指導を行う必要があると考えております。 

以上です。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 それでは、今の説明では、特に現場の作業員まで労務単価の影響というところまでは調

べていないということですね。まあ言ったら、国が示すそういう表によって計算している

ということで間違いないですか。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 今、委員がおっしゃられてる形で、この労務単価というのが、積算をする上で、先ほ

どもちょっと説明させていただきましたけども、公共工事の設計において積算するもので
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考えております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 それでは、それを踏まえて、ＰＦＩの事業が特殊であるということもお聞きしておりま

す。物価の変動なりを反映できるところで、きちっとそこをどちらのリスクであるのかと

いうことを明記したような事業だと思ってるんですが、この労務単価が高くなるといった

ことを、そう主張されるのであれば、ほかのＰＦＩ事業、全国津々浦々でしていると思う

んですよね、そこが、まあ言ったら、同じように上がるので当然であると思うんですが、

岬町の事案がほかもあるんやよというので、横並びに一緒にしてるんだというのか、それ

か岬町が一番最初に労務単価上昇によって金額補正を上げてるというのか、その辺はお調

べされてますでしょうか。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 公共施設整備をＰＦＩ方式にて実施する際、今回の建設物価変動リスクの負担につい

て、そのリスクを最もよく管理できるものが当該リスクを分担するとの基本方針に基づき

まして、また、その具体的な取り扱いは、個々の特定事業契約書において具体的に定める

こととしております。 

こうした考えのもと、本町を初めとしたほかの自治体においても、発注者及び受注者が

生じたリスクの負担の取り扱いにつきましては、特定事業契約書の規定内容や、ほかの法

令などに基づき、双方が誠意をもって協議し、合意を目指すことが重要と考えております。

このような考えから、発生したリスク負担の取り扱いについて、各自治体が独自に取り組

んでいるものと考えられ、本町と同一事例がほかの事例においてもあるかないかの詳細な

把握はしておりません。 

なお、大阪府において公営住宅のＰＦＩ方式によって実施していることは、確認はして

おりますが、その取り扱いについて、本町と同様に、ＰＦＩ事業から要望は受けてますが、

その取り扱いについては、先ほどもお話ししたように、各自治体の取り組みということで、

その結果については把握はしておりません。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 ということは、行政の前例というところで、いつもほかの事例ではこういうふうに支払

ってますよというのが、これで岬町もこういうようなことがあったのでということになる

んですけども、それを把握してないということが、多分岬町は一番じゃないのかなという

ふうに感じるところでございます。その責任が結構重いんではないかと思ってまして。 
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先ほどからリスク負担についてお聞きしておりますが、そのＰＦＩというのはもう決ま

ってると思うんですよね。幾ら幾らを超え、何％を超えると、この部分については事業者

の負担より発注者の負担だということを決められてると思うんです。そこが今回定めのな

い事項ということになっていると説明を聞いているんですけど、どうも定めのない事項に

するには、この労務単価というのは、もう建設事業をする方にしたら、もう一丁目一番地

というんですか、一番重要なところだと思うんですよ。そこが定めてないというのはいか

がなものかと思うんです。 

実際にリスク分担表というのを見させていただいたんたんですけども、建設コストにつ

いては事業者負担となってるのと違うんですか。これは入札前の資料を見させてもらった

んですけど、工事費増大によるリスクについては事業者負担とされていると思うんです。

その点どのように考えておられますか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 その点につきましては、基本的には、その事業者の責に帰すべき事由である場

合は、その工事費増大については事業者リスクになるもので、今回の場合はそうではなく

予測し得ない労務の上昇があったことに伴って、事業者のほうから申し出があったこと、

その内容について協議していく中で、国でＰＦＩを担当している内閣府であるとか、大阪

府のご意見をいろいろお聞きし、今回の変更という形となったものでございます。 

反保委員長 その他。 

松尾委員。 

松尾委員 先ほどこのＰＦＩ事業について、労務費単価の上昇ということで、定めのない事項だか

ら双方合意に至るような内容の基準になるようなものを探して、それによって算出しまし

ょうということかもしれないんですけども、先ほども説明があったように、このこれです

ね、国土交通省の公共工事建設労務単価についてのこの資料があると思うんですけど、こ

れよく見させていただいたんですけども、この内容として、この目的ですね、この建設労

務単価の調査目的ですよね、というのが国交省で公共工事の予定価格の積算に必要な公共

工事設計労務単価を決定するためのものであり、所管する公共事業者に従事した建設労働

者等に対する賃金の支払い実態を調査するためのものであると、こう書かれておりまして、

さらに、この公共工事設計労務単価は、下請契約における労務単価や雇用契約における労

働者への支払い賃金を拘束するものではないと、ここに書かれてますよね。 

これというのは、実際大阪府のものを用いているということだと思ってるんですけども、
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単純に考えて、大阪府といえば広くて、大阪市内のど真ん中と岬町と比べると、もちろん、

これは一般的なことですけども、例えば建設費の坪単価もやっぱり若干というか結構変わ

ってくると思うんですよ、認識としては。そういう中で、大阪府の平均を用いるというこ

とだと思うんですけども、これはどうなのかなって素朴に思うんです。なぜ、基準がない

からということなんですけどね、普通、商慣習としては、一旦契約した事例に関しては、

本当に何かない限り契約変更を申し出るということはほぼないんですよ。まあ今回は労務

単価ということで、事業者から提案があったと、提案というかお願いがあったということ

ですよね。多分事業者から、これだけ上がったから何とか契約変更してほしいというお願

いでしたよね、違うんですかね。そこも確認したいところですけども。そうじゃなくて、

町としての基本方針としてこれを提示されたのかなといういきさつがあるのかな、それも

聞きますけども。でも、普通に考えれば、その事業者がその公共工事の国が示してる労務

費調査、単価ありますよね、それに基づいて積算されたかどうかは、町はわからないわけ

ですよね。もちろん、ＰＦＩの事業の性質というのは、受注者側から示される事業費は独

自の設計単価及び数量に基づき積算されているので、この国の積算したものを基準として

いるかどうかが把握できてないわけですね、現時点では。それを把握されているかどうか

もちょっと後でお聞きしたいんですけども。そういう中で、大阪府でもばらつきのある、

建設費もばらつきがあるし、多分労務単価の単純に考えればばらつきがあるんですよ。そ

んな中で、国の労務単価を基準にして積算すると、不公平感というか、というのは、これ

は公募入札された案件ですので、ほかの事業者も多分入札されているわけですよ、その方

との公平感が若干おかしくなるん違うかなと単純に思うわけですけども、なぜその国が示

してる大阪府の公共工事の労務単価というのを基準にされたかというのをまずお聞きした

いなと。それで、今までちょっとお聞きした中で聞きたいことというのは何点かあったと

思うんですけど、それもあわせてお答えいただきたいと思います。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 まず第１点目の大阪府の労務単価基準を採用したかというところなんですが、

基本的には、公共施設を発注する場合において積算基準となります労務単価につきまして

は、国土交通省の通達のある大阪府の部分について採用するというのが、土木であったり、

建築、官発注の場合ですけれども、それを適用しております。それが一つの指標であり、

その労務費の増に係る費用を算定するに当たり、労務単価としてはそれを採用したという

ことになります。 
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反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 それは大阪府から、もしくは国からのお達しというか、こういう基準にしなさいよとい

うことなんですか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 基本的には、国から大阪府にあり、大阪府から岬町へと、基本的に私どもは大

阪府から通知をいただくということでございます。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 こういう労務費が単価が上がったからちょっと契約を見直してほしいということの契約

変更ということですけど、通常で考えると、事業者がこれだけ上がったという提示があっ

たんじゃないのかなと思うんですね。それはどうですか、あったのか、なかったのか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 確かに労務費が上がったのでというお話がありまして、ある一定、業者、事業

者のほうで算定してご提示はございました。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 その提示は、今は言えないんですかね。それはお答えできる範囲でいいと思うんですけ

ど、その算出基準となるものというのは、多分我々というか、岬町としては基準がわから

ないわけですよね、どういうように算出されたかというのは、提出されるまではわからな

い。ただ、提出された時点で事業者としては根拠のある算定基準があって算出された数字

だと思うんです。その根拠は何なんだというのは、お聞きはされました。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 その基準につきましては、やはり事業者独自のお考えで算定されて提出された

ものですから、それが第三者等にご説明できるような算定基準ではなく、要は事業者のほ

うで算定したものとなってます。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 ＰＦＩ事業の性質としては、やっぱり事業者のその算定基準に基づいて、独自の基準に

基づいて積算されているんですよ。ただ、一度契約すると、やっぱりそれはほぼ守るべき

だと思ってまして、だけども、事業者からそういう提案とかお願いがあったということで

あれば、そしたら、これだけ実際本当に上がったのかどうかというのを、町も調査する必

要があるん違うんかな、調べる必要がある。一般的には、全国とか大阪府ではこれだけ上

がってますという基準になる表はあるとしても、じゃあ岬町は果たしてどうなのか。先ほ
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ど竹原委員もおっしゃってましたけど、やっぱり地区、地区によって上がっているところ

もあれば、上がってないところもあるということが発生していると思うんですよ。その中

で双方合意のもと、ということでしょうけど、その国の一般的な平均値をその上がり幅を

算出するというのは、ちょっと岬町にとっては不利になるんじゃない、不利というか、基

準に合わないんじゃないんかなって、本当に素朴に思ってるんです。それで、そこまでい

くのであれば、事業者から提案されているその基準も含めて提示してもらって確認する必

要があるのかなと思ってたりするので、まずそれはどうなのかなというところです。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 基本的に、その算定に当たりまして基準というんですか、当方のほうから今算

定式等も説明させていただいてる根拠的なものを事業者のほうに、事業者のほうがその辺

の根拠的なものはなかなか理解しにくいところがあったので、当方で検討して、今お示し

してる算定の考え方で事業者と同じ考え方の中で協議を進めていって、事業者のほうもそ

れを理解して、その算定に基づいて双方協議をしていったという状況でございます。 

基本的に、先ほどもご説明しましたように、公共工事発注においては、大阪府の労務単

価を採用しておりますので、事業者との協議の手法としましては、一般的に行われてる労

務単価になりますので、事業者もそれで合意をしたという形になります。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 事業者から示されたと言われるその金額、算定基準も多分示されたんですよね。示され

てなかったんですか。ちょっと勘違いですか、私の。金額だけは示されたんですよね。示

されて持ってきたけども、町としてはそれはちょっと受け入れられないんじゃないかとい

うことだったと思うんですけど、やはりその持ってこられた金額というのはもっと高かっ

たんですか。それとも、基準がわからないから、それはちょっと違うだろうということで

されたのか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 その提出いただいたときは、高いかどうかというのは、どういう根拠に基づい

てるかというところをきっちり確認できればいいんですけれども、その辺については当方

が考える中では、やはり高いのではないかというようなことはありましたけれども。 

反保委員長 中口副町長。 

中口副町長 先ほどから竹原委員とか松尾委員から質問あったんですけども、基本的に、今回変更

契約しなければならないという話の中で、当然物価上昇という上昇は考えられました。と
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ころが、特にその中の部分であっても、労務賃が一度に上がったという期間がございます。

その辺を、例えば業者のほうから、この期間を見てくれと来たとしても、果たして相手と

町のほうで、この期間はちょっと長過ぎるよ、もうちょっと短い期間でしか当方は見られ

ないよというのも当然あります。それはまず協議です。それで、その協議の中で、例えば

これの発注が年度が以前ですから、当然それ以前に見積もりしてるわけですわ、業者は。

その今回の協議に当たっては、業者としてはこういう見積もりをしたんだよという話は出

てきてます。そしたら、行政としてどの期間を特に上がったという期間を見るかというの

を、かなり期間を置いて協議してました。 

先般の全協のときに参考資料で付箋をつけて出させていただいてると思うんですけども、

それのまず資料５として、技能労務者への適切な賃金水準の確保ということで、平成２５

年３月２９日付で国土交通省土地建設産業局長名で文書が来てます。その文書に基づいて

業者は適正な賃金を払っちゃってくれというのが、単純に言うたらそういう請求です。そ

れを受けて、そしたら工事費の何％が労務賃に当たるねんという項目がございます。それ

が全国平均で２１％が労務賃に当たるんだよという基準もございます。そういう基準に基

づいて元設計を協議しながら、ここまで来いじゃなくて、うちはうちの考え方を示しなが

ら協議して、今回この額の増減を最終協議して整ったということで、今回提案させていた

だきました。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 中口副町長の答弁はすごく理解できました。私が一番危惧しているというのが、じゃ本

当にこの賃金水準の確保ですけれども、本当に今この時点ではもう過去の話になっている

と思うんですけども、支払われたのか、末端までちゃんと支払われたのか。その例えば下

請事業者だったりとか、労働者の方に対して本当に支払われているのか、というのはよく

ある話で、その元請とどっか町との契約の間においては、労務単価ということで言ってこ

られたかもしれないけども、じゃあ実際にその労務単価を上げた分をちゃんと支払われた

のか、末端まで支払われたのかというところが、今の時点では見えてこないんですよ。そ

この確認をされたかどうかというのをお聞きしたいんですけども。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 その辺につきましては、冒頭で奥のほうがご説明させていただきましたように、

そういうこともあるので、事業者に対しては適切な賃金等の指導は町のほうからも行う必

要があるということと、あと国のほうからも、国土交通省より建設業団体のほうへ適切な
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賃金の水準を確保するように、各事業者のほうに通知なりを出しておるという状況でござ

います。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 通知はされたとしても、今回は契約変更に係ることなので、やっぱりちゃんと精査する

必要があるんかなと思ってるんです。というのも、やっぱり支払うのは税金なわけで、そ

の事業者の言われていることが正当であれば、もちろん払うべきだと思ってるんですけど

も、やはりそういう性質のものである以上は、まずは事業者からの根拠の提出を求めて、

実際に証拠としてちゃんと支払われているかどうかいうのは、過去のことなので、多分出

ていると思うんです。それをやっぱり提示してもらう必要が私はあるん違うかなと思うん

ですよ。それを提示された上で、ああ、これだけ上がった、もうちゃんと支払ったんだな、

事実があるんだなということであれば、それをまたうのみにするのじゃなくて、そこから

町の立場、町の考え方を示す必要があるんじゃないかなと私は単純に思うんです。そのあ

たりいかがですかね。事実というか証拠というかというのは見られたというか、提示され

てきたのか。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 ちょっとお願いがあるんですけども、どうも私どもの考え方と委員のおっしゃってるこ

との考え方が相違があるかのように思うんで、ちょっと暫時休憩していただいて、もうち

ょっと内容を委員さんにご理解をしていただきたいと。つまり言いますのは、今日のこの

物価スライドの問題と、業者が直接下請に労務単価がちゃんと払えてるのかというところ

の問題は全然違うと思うんですよね。その辺をもうちょっとうちのほうから休憩をとって

本人に説明したいと思うんですが、どうでしょうか。 

反保委員長 小川委員。 

小川委員 要は、松尾委員にしろ、竹原委員にしろ、例えば、このＰＦＩ事業を完成するまでに、

業者のほうはいろんな資料を集めて、労働賃金が上がった、また重機の賃貸料も上がった、

コンクリートも上がった、例えば３億足らんから３億くれませんかと、それならその根拠

は当然業者はこうこうのこういう理由で３億くださいなと、それを言ってきた金額をあか

らさまに公にできるかいう質問が１つあったと思うんですよね。行政としては、その根拠

を示してきているけども、そんなのは無理やと、三千二百何がしの補助金はつけましょう

と、そのつけるに当たって何を根拠に何をもとに、そして３，２００万円という補正をど

ういう流れのもとで予算を組んだのですかという質問しているんじゃなかろうかと、それ
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に対しては労働賃金が反映されているかというのは、これは松尾さん、まだちょっとそれ

は無理やと思うねん。というのは、なぜならば、この３，２００万円のまだ予算が通って

ないんやから、業者の方にはこの金がまだ入ってないわけやしな。この議会が済んで予算

が実行されて初めて労働賃金に反映されるかどうかというように私は思うてるわけよ。例

えば、この３，２００万円がこの議会において可決できなかったら、業者にも払われへん

わな、議会で。そしたらこの場合、その業者は一体どうするんだと。ほんならもう違約金

を払って撤退していくかどうかということやよってに、それを今後その行政がそのお金が

ちゃんと、竹原委員も言ってたし、松尾委員も言ってたし、労働者にちゃんと支払われた

かというのは、これは今後の課題やと、私はちょっと思うたんで、だから、その辺のあた

りを休憩の間に、そうじゃなかろうなと思うてるんで、その辺の流れを説明しているよう

な形をとってもらったらどうかなと私は思うんですけども。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 私、ずっと委員やけど、話を聞いてたんだけど、運営上ちょっとおかしいと思うんや、

この議論がね、かみ合ってないんや。はっきり言って、先ほどから労賃の件についても、

結局、確かに元請から孫請、ひ孫請まで労賃は間違いなく支払ってるかという、そういう

質問するけども、逆に聞きたいんはね、契約の段階で労務賃、単価、この部分について孫

請まできっちりこれやれよいう、そういう契約はないでしょう。あるのか、ないのか、ま

ずそれ答えてほしいんや。そんな指導するような契約書いてますか。書いてないでしょう。 

委員長、そういうことまで質問したら、結局その労務単価の部分について、こういう世

界は元請の金額と孫請の金額や労務賃が違うんは当然のことです。本当は元請から下まで

同じ労賃をするべき、しかし、それを契約するときに書いてないでしょう。それを答えら

れんと思うんや。答えられへんのに質問しても、これは答えが返ってこない、委員長。そ

やから、運営上の問題ですけど、もう休憩しようよ。これ以上やりよっても空回りばっか

りや。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 田島委員と小川委員のお答えいただいていることはよくわかるんですけど、私の言いた

いというところは、その業者が、契約事業者が言ってきた根拠というのは労務費なわけで

すよね。じゃその事業が苦しいから言ってきているわけですよね。今まではこの契約では

続行できないと、その根拠は何かというと、労務費が上がったということがあると、そや

けど、実際上げたと、上げて支払われてると、もしくは今後支払うということであれば、
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もちろんそれは受け入れられると思うんですけど、ただ、末端が厳しいよということでち

ゃんと上げたというのであれば、それを引き継いで元請が言ってきたというのであれば、

理解できるんですけども、そこの部分なんですよ、私がちょっと聞いている部分は。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ごめんなさい。ちょっと運営上のことで、私は休憩は必要ないと思います。といい

ますのは、詳細について、この場ではいかがということあると思いますけれど、これまで

資料も複数回にわたって確かに私たちは資料提供もいただいてきましたが、これまでいた

だいてきたときは、事前審査ということもありますからということで、余りこちらとして

は質問も控えました。そして、提供された側のそちらとしても、余り詳細な説明を控えら

れたというように思います。ですので、配付された資料、それからこの件にかかわっての

質疑については、この委員会の場で行うべきであると私は考えます。 

反保委員長 理事者側から出ていますので。 

田代町長。 

田代町長 今、副委員長のほうが赤裸々にここでやったらいいやないかということですけども、業

者が下請また孫請に賃金をその他で払ってるかどうかということについては、我々として

は答えがしにくい。だから、休憩をとってその辺のこういう意味ですよということをしっ

かりと言ってやらないと、これいつまでもうちは同じ答弁を繰り返す以外ないんですわ。

だから、私どもは元請と契約をしてるわけなんです。下請と契約してますから、孫請、そ

ういったとこまでの範疇に、先ほど田島委員さんから、そういう契約あるのかというたら、

やっぱりないわけなんで、それについてお答えできない。そんならお答えできない、お答

えできないでは委員さんに失礼だから、ちょっと休憩をとってその辺のことをしっかりと

説明したいと。 

反保委員長 暫時休憩いたします。再開はまた連絡します。 

（午前１０時３１分 休憩） 

（午前１１時００分 再開） 

反保委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

それで、補正予算いろいろ項目ありますので、もう一点、今、支出をやってますけど、

補正についてご質問がございましたら。 

竹原委員。 

竹原委員 休憩前の質疑の内容を聞かせていただいて、あと数点確認させてもらいたいなというこ
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とがあります。 

この契約変更の件で、追加金額約３，２００万円の対象になるのは、この１期工事分で

あるのか、もしくは２期工事にかかわるところであるのか、もしくは両方なのか。なぜか

といいますと、この工事の変更に伴って１回出してしまうと、これが前例になって、２回

目、３回目というように変更をされてくるかもわかりませんので、そこを危惧するために、

確認させていただきたいと思います。 

それと、今回労務単価が上昇したことによって追加を検討しているんですが、もし労務

単価が下降してきた場合、事業者に対してきちっと返金請求する意思があるのかどうか、

確認したいと思います。お願いいたします。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 お答えします。 

建設労務単価について、今般、建設労務単価の緩和措置である変更契約金額は、第１期、

第２期工事に係る住宅整備費を対象としてこの影響額を算定しております。ということは

全体ということになります。 

次に、事業者から第２回目の追加金という話ですけども、今後の建設労務単価の動向に

より、事業者が判断するものと一応考えております。しかし、国土交通省が通知する公共

工事設計労務単価の内容からは、その動向は緩和傾向にあること、また、その建設労務単

価の上昇の状況、今回の変更契約により措置した急上昇の状況を上回る状況ではないこと

から、事業者から新たな労務単価の急上昇による新たな要望はないものと考えております。

今回の措置は臨時的であり、最終の措置になるものと考えております。 

次に、反対に、労務単価の下落したときはということで、事業者に対しては返還請求す

るかについての質問に対しては、先ほども説明させていただいたように、国土交通省が通

知する公共工事設計労務単価は上昇傾向が続いております。万一、建設労務費が下落した

場合は、国土交通省が公表する公共デフレーターの数値に下落傾向が反映されることから、

その下落による影響額、物価変動率の調整、今やってる部分ですけども、それに反映され

ると考えておりますので、そこで下がった場合は金額は下がるという形になります。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 それでは、全体の分、平成２５年から平成２９年の工事の全体の分と理解させていただ

きました。また、仮に労務単価が下降したら、その表に沿って返還する意思があるという

ことを確認させていただきました。 
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私もこの工事の金額が、労務費が上がる原因というのをある業界の方から聞いてきたと

ころ、この平成２６年４月に消費税が５％から８％に上がるに伴って建設工事ラッシュと

いうのがあったらしいんですね。そこで、２６年の、もう２５年の後半から２６年の年度

末にかけて物すごい人材不足があったというように聞いておって、そこでもう工員がいな

いということをお聞きしました。ここにあるように、事業者のほうから当初申し出があっ

たのが、平成２６年２月１３日に申し出があったということをここに書かれているので、

その消費税アップ前の駆け込み需要のもう最たるときに、やっぱりもうどうしようもない

ということで来ていると思うんですよ。そこで何とかそういう話が、もう急上昇があった

と思うんですね。そこで、行政のほうとしては約半年前ですか、８カ月前に契約したとこ

ろをちゃんと守ってくれよというやりとりがあったと思うんですよ。そこのやりとりが２

６年２月の申し出から２８年現在、よくこれだけに調整してくれたなと思うんですけども、

そこのやりとりがちょっと見えてないところがあって、また先ほどの松尾委員の話になっ

てくるのかなと思いますので。その辺公表できるところはどういった交渉、交渉の内容を

どこまで公表できるのか、それはわかりませんけども、できるだけ私たちにわかるように

説明してほしいなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 休憩前でもお話しさせていただいてたとおりでございますけれども、基本的に、

その労務費の急激な増加による労務費の変更に係る部分をどういう形で基準で算定してい

くかということを、国なり府のほうにも問い合わせながら検討し、事業者のほうとも協議

をし、進めてきたところがございまして、かなりそのＰＦＩ事業というのが事例等が少な

いものですから、やはりその辺の根拠性なりを求めていく中で日数を費やしたというとこ

ろでございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 再確認しますけどね、本日のこの付託案件に対して、この資料は全部を提出していただ

いているのか、ちょっと確認したいわけですね。やはり資料なくして議論できませんので、

やはり資料は全部提出当然されていると思うんです。資料以外にまたこれ質疑する事態も、

運営上ちょっと推測とか憶測で質問するということは答弁者も困ると思うんです。という

ことで、まず担当者のほうから、本日の付託委員会には協議に合意したその部分について、

全資料を提出しておりますという明言が欲しいんですけどね、疑うて悪いんですけどね。 

反保委員長 木下部長。 
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木下都市整備部長 田島委員のおっしゃるように、全資料を提出させていただいてます。 

田島委員 はい、了解。 

反保委員長 よろしいですか。これ議論がずっと続いてますけど、かみ合わない点が多くある、だ

から。 

田島委員 だから、資料全部出したのかと聞いてるんです。資料で出しているんやから、その資料

で議論せなあかん。資料なしの議論はおかしい空論ばかり言うてる。 

反保委員長 次、議案５１もありますし。 

中原副委員長。 

中原副委員長 委員会資料の３ページ、ちょっとＰＦＩ以外のことでお聞きしたいこともあります

ので、お聞きさせてもらいます。 

３ページの分筆登記委託料、みさき公園青葉台地内行政財産について、お尋ねをします。 

まず１つ目に、該当する地域の範囲なんですけれども、これは委員会資料の８ページで

黒く塗っていただいているところなんですが、この黒く塗っていただいているのは、片面

が道路に面してて、その反対側の奥というのは、崖というか、何かやぶというか、何かそ

ういう状態になっていますよね。それで、この黒く塗っているのがどのぐらいの範囲なの

かなと、もちろん面積さっきおっしゃっていただいてましたけれど、現地の状況で言いま

すと、道路側のほうは平地の部分があるんですよね。今回測量したりしようと思っておら

れるのは、この範囲として確定しようとしておられるのは、その平地のところのみを指し

ているのか、その先にも木が生えているところとかあるので、どのあたりの範囲のことを

お考えなのかというのを聞きたいというのが１つと。 

それから、有効活用ということをおっしゃっておられて、その方向性は地域の方からの

要望も受けてということかなと私は推察しているんですが、ここはフェンスで囲んだ状態

で管理上も雑草が生えたりしていて、近隣の方からも草をきちんと刈ってほしいとか、い

つまでこの状態のまま放置をするのかといった声も上がっていたのじゃないのかなと思い

ますので、機能が必要なくなったという段階で今後の活用について積極的にお考えになる

ということは、妥当性があると思いますが、その有効活用の具体的な内容としてはどうい

うものをお考えなのか、お聞きをしたいというのが２点目です。 

それからもう一点、その当該地はいろんな木が、例えば栗の木とか柿の木とか生えてお

りますけれども、その生えているものについてはどうなさるのか。かなりの年月たってい

て、栗なんかもうちょっと、入って採って、うちの食料にしたいなと思うような立派なす



 

20 

ごくいい枝ぶりなんですよ、そういう状態ですので、その樹木等についてはどういうよう

に扱っていかれるのか、お聞きをしたいなと思います。お願いします。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 委員のご指摘の場所について、あらかたご説明させていただきます。 

間口としまして、道路に面しているところが約１１メーターで、奥行き、大体約５メー

ター弱で、それがフェンスに囲まれてる区域です。面積的には、約４６平米を管理用地と

して奥に入る通路を町の所有としますので、約１６平米、その分につきましては、今後の

り面の草刈り等維持管理にするための進入路として町が管理する区域となります。ですか

ら、今回、分筆登記で一般普通財産に振りかえる予定の場所につきましては、幅８メータ

ー５０で、奥行き約５メーターの４６平米強の面積を考えております。 

先ほどご指摘がありました草刈りにつきましては、その敷地内の管理用地を使いまして

奥に入って草を刈るという形を考えております。それで、現在ある樹木につきましても、

その管理用地を使いまして下草を刈ったり、その辺の措置はしたいと思っております。 

反保委員長 古谷部長。 

古谷総務部長 有効活用ということのご質問がありましたけども、現在、行政財産でございますの

で、原課のほうはそれを行政財産を廃止して普通財産にしようという考えでございます。

普通財産ということになりますと、今後の方向性ということでございますが、総務部のほ

うで所管することになりますので、方向性としては今後精査いたしますが、不要不急の財

産であるということが確認できましたら、一般的には公売していくというような方向にな

るのではないかなというふうに考えております。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 場所の限定というか、もう一度お聞きしますけれど、奥のほうの雑草が生えたり木

が生えたりしているところは管理しながらそのまま置いておくと、手前の平地の部分、そ

れがぴんとこないですか。何か手前は平地がありますよね。その部分がこの黒色で塗って

あるところというように捉えておいたらいいんですか。また違うんですか。何か混在して

いるのかな。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 売却予定の部分につきましては、フェンスで囲まれてる区域です。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ごめんなさい。フェンスは奥の谷のほうに入っていくところにもきちんと立ってま
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したかね、ちょっとよく覚えてないんですけど、四角で囲まれているということでよろし

いんですか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 四角で囲まれてなく、道路の奥の法面のところにはフェンスはなく３方向の

囲いとなっています。その中に管理用地として奥に草刈りに行く用地を確保します。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 はい、今の件については結構です。ちょっと近隣の方からも、ここの土地について

は何とかならないのかなというのは、以前から訴えがあったようでありますし、そういっ

た声に応える格好での有効活用ということかなと思いますので、理解できました。 

引き続いてお聞きしてもいいですか。 

反保委員長 はい。 

中原副委員長 同じ３ページの公営住宅維持補修費にかかわってお尋ねをいたします。 

今回提案されているのは、公営住宅の改修と除却ということで、改修工事、今回、小田

平住宅の２戸ということでお聞きをいたしました。以前、私は質問の中で、もっとこの町

営住宅、公営住宅、たくさん募集をかける必要があるんじゃないかという話もさせていた

だいておりましたので、そのことにかかわってお聞きをしたいことがあります。 

今回２戸明け渡しがあったということで、改修に係る費用が計上されておりますけども、

この２戸の改修を行った後の募集についてはいつごろなさるのか、毎年定期的な時期があ

りますけれど、そこに合わせて行っていくということなのか、募集にかかわってお尋ねを

したいんですね。まずは時期のことと、それから今回２戸改修をされるということですけ

れども、そうなりますと、次の募集は２戸をお考えなのか、ほかにも募集ができるのか。

たくさん申し込みがあるのが実態ですので、それにぜひお答えをいただきたいと思ってい

るのですが、募集戸数についてもお聞きをしたいと思います。お願いします。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 今、中原委員から質問がありました小田平住宅の空き家改修ですけども、例年１月の

募集をさせていただいておりますので、今回もその２軒につきましては、１月の募集とい

うことで予定をしております。それで、募集の戸数も今回空き家改修をする２戸を考えて

おります。 

反保委員長 副委員長。 

中原副委員長 今後の募集についての計画も、今お聞きしたところであります。ことのことにかか
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わってもう少しお聞きをいたします。 

一つは、選考にかかわる問題で、条例、規則等確認を改めてさせていただいただいたの

ですが、優先選考という考え方が示されているわけなんですね。施行規則の中で幾つか優

先して入居するという判断が行われるケースがあるということが示されておりまして、そ

の中に町営住宅入居申し込み回数が別に定める基準に達した世帯というのが設けられてい

るんです。 

それで、私、以前いろいろ聞かせていただいたときに、何回も申し込みをしている方に

ついてはメリットがあるといいますか、倍率が上がる、当たりやすくなるということをお

聞きしました。その上限の回数は、たしかそのときは３回というように聞いたと思うんで

すね。それで、その３回申し込んだ方は、４回目また申し込むと、それはまた１に戻ると

いうように聞いたかなと思うんですが、ちょっとそれは公の場で聞いたことではないんで

す。担当者の方と、どういう決まりで運用さてるんですかという話をお聞きしていたとき

に、上限は３回ですと、じゃあその人が４回目申し込んだらどうなるの、そしたら、その

１回目に申し込んだことと同じになりますというように、そのとき聞いた記憶がありまし

て、ちょっとこれは誤りだったら正していただきたいと思うんですが。その実際の運用は

どのようになっているのか。規則では、別に定める基準というようにしか書かれておりま

せんで、その別にどこにどういうように定めてあるのかがちょっとわからなくて、要綱等

で定めておられるのかと思いますが、私はそれちょっと確認ができなかったものですから、

どのようにこの運用されているのか、入居申し込み回数が多い方、何回も何回も落選して

いる方の扱いについてお聞きしたいと思います。 

それから、もう一つなんですが、募集をしていく際は、明け渡しに伴って改修を行って、

また公募をするというように運用されているわけですけれども、明け渡ししていただくべ

き住宅がないのかということをお聞きしたいと思います。 

条例の中で、町営住宅の明け渡し請求という文言がありまして、いずれかに該当する場

合においては町営住宅の明け渡しを請求することができますよと定められていまして、幾

つかその条件が書かれております。この条件に当てはまり、請求するべき、明け渡しを請

求するべきと思われる住居、また使用の仕方になっている住宅はありませんか。この２つ

についてお尋ねいたします。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 初めに、入居に対して別紙で定めるということで、入居に対しては入居募集要領とい



 

23 

うのを別に定めまして、それで進めております。 

回数につきましては、限度が３回ということで、ゼロになることはございません。４回

目の方も３回、ただ３回がマックスですので、３回の考え方で優先に考えさせていただい

ております。 

続きまして、明け渡しということなのですが、明け渡しが必要な方ということで、今の

ところはそういう方はおられません。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 申し込み回数が３回が上限であると、３回申し込んだ人は３回、そして４回、５回、

６回と申し込まれた方も３回という基準で運用されているということですね。やはりそこ

は少し見直しを考えられてはいかがなと思うんですね。３回申し込んでいる時点で、かな

り少なくとも３年は待っておられるわけですよね。ときに年によっては募集そのものがな

い年もあるわけですから、もう少し長い期間をお待ちになっている、住宅に困窮している

期間が長期にわたっているということが考えられるわけで、４回、５回、６回と、それ以

上になってきた場合は、やはり優先してご入居いただくということも考えていくべきでは

ないのかなというふうに思いますので、そこについては恐らく今、今後の運用について見

直したらどうですかと言っても、こういうように見直しますという答えはちょっと難しい

かなということを思いますので、ここではぜひ回数がその３回を超えて４回、５回と長期

にわたる方については、それ相当の優先して選考していく、入居していただけるようなル

ールづくりを考えていくということも、ぜひ今後ご検討いただきたいと、それは要望にと

どめておきたいと思います。 

反保委員長 答弁。 

中原副委員長 答弁いいんです。考えといてくださいとお願いしました。 

反保委員長 はい。 

小川委員 この３ページの２０万円の弁護士の着手金、これは本議会でいろいろ説明していただい

たので、理解はしております。約３０坪弱とお聞きしましたけども。例えば、今あの地域

の売却するとしたら、これはもうおおよそで結構ですけども、坪単価は幾らぐらいと思っ

てはりますか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 金額につきましては、鑑定等で最終確定します。 

小川委員 ざっとでいいです。 
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中谷土木下水道課長 約９５平米で、金額としまして約１４万円程度。 

小川委員 ありがとうございます。 

反保委員長 皆さんにお諮りいたします。 

暫時休憩したいんですけど。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 暫時休憩いたします。再開は１３時です。 

（午後 ０時００分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

反保委員長 午前中に引き続き再開をいたします。 

質疑ございませんか。 

小川委員。 

小川委員 この歳入のほうで１ページの寄附金、先ほど西地区の個人の方からというだけの報告あ

ったんですけども、すばらしいことをしていただいてるんですので、これは本人さんが匿

名希望なら仕方ないんですけども、町としては大変ありがたいので、これは実名を公表す

るというわけにはいかないのですか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 先ほど申しました多奈川西地区のお住まいの方ですけども、戸田様です。 

小川委員 それは名前を公表してもいいの。 

中谷土木下水道課長 はい、失礼しました。 

反保委員長 中口副町長。 

中口副町長 戸田様ということで、元町会議員の戸田美千穂様ですかね、美千穂様のご家族の方か

らの、生前お父さんがいろいろ町にお世話になったのでということでいただきました。 

反保委員長 よろしいですか。 

小川委員 結構です。ありがたいことやから。 

反保委員長 その他ございませんか。 

質疑ございませんか。 

田島委員。 

田島委員 河川費の部分で河川水路改修事業費かな、これは兵庫地区の排水ポンプ場のことと思う

んです、先ほど説明をいただきました。昭和５４年当時からのあの古い老朽ポンプという

ことで、新しくしていただくと、ありがたい話やなと思ってるですけどね。この兵庫地区
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は、結局水面から低い場所でポンプでかすらないとあかんという地域で、本当に大変なと

ころで、新しく一般財源でポンプをやり直していただいたと、ありがたい話ですけども、

このポンプ場のレベルという、水面からのレベルからどのぐらいの高さにポンプ場を、も

とのポンプ場の跡と思うんですけども、そのポンプ場のレベルはどのぐらいかな、水面か

ら、１メーターか２メーターかの高さにあるのか、低いのか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 このポンプにつきましては、高潮、津波等による潮位の上昇によって水門を

閉鎖するときに稼働するポンプであります。ただ、今委員おっしゃるように、ポンプの設

置高については、ちょっと手元に資料はございません。済みません。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 水門を閉じて、その残留している水を強制的に排水すると、そういうことやね。それや

ったらいいんです。ただ、常時稼働するとなったら、やっぱり低かったら、かぶったらも

うアウトですので、もしそういう状態やったら、ちょっとかさ上げ高くしてほしいなとい

う要望しようと思ったんです、そういうポンプでしたら了解いたしました。はい、ありが

とうございます。結構です。 

反保委員長 ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 今、一般会計の補正予算の審議をしているところですけれども、ＰＦＩの事業にか

かわって、本来であればこの後に予定をされている議案のところでお聞きすることかもし

れませんが、予算がこちらで計上されている関係上、ここでもお尋ねしておきたいと思い

ます。 

説明資料ということで、別添で３８ページ立ての資料をいただいておりますが、これは

恐らく次の議案第５１号のＰＦＩ事業にかかわるものとして提出されているのかなとは受

けとめているんですが、今回予算が補正予算で上がっておりますので、この資料にかかわ

ってこの場でお尋ねをしたいと思います。 

説明資料の１ページなんですが、大きな１番、２番、３番とありまして、この２番のと

ころで素朴な疑問なんですが、大きな２番で一部変更の内容というところで、１行目から

２行目にかけて、うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額、括弧閉じるとなっている

んですが、これはこの括弧の中に相当額の金額をもともと入れようと思っておられたので

はないのかなと思うんですけど、これはこの表現で正確なんでしょうか。この１６億８，
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０００万円の後の括弧がちょっとわからなくて、これで特に欠損がないのだとするならば、

この契約金額のうちの消費税及び地方消費税相当額が幾らかということをお聞きしておき

たいと思います。 

それから、大きな３番のイなんですけど、デフレーターというのが私わからないんです

よ。資料でもお示しいただいてますし、ここでは資料４ということで、３４ページから３

８ページにかけて書いていただいていて、もうシグマまで数式の中に出てきてですね、も

うそんなの忘れてしまいましたけれども、何というか、平たく口で説明してもらえると理

解できるようになるのかなと思ってるんですが、資料を読ませいただいた範囲では、ちょ

っと私うまく理解できませんで、もう少しわかりやすい言葉でご説明をいただけたらあり

がたいなと思っているんです。この２点をお願いできますでしょうか。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 １点目につきまして、資料の１ページに書いてます消費税相当額を含むということで、

ここの括弧内には、申しわけございません、８，０００万円が入るようになりますので、

すいませんが、訂正のほうお願いします。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 大変申しわけございません。２点目の建設デフレーターでございますけれども、

簡単にご説明させていただきますと、建設省で作成しております建設統計数値でございま

して、基本的に建築費の指数と捉えていただいたらいいと思うんですけど、基準年を２０

０５年、平成１７年を基準年として、どういうふうに推移していくかというのを指数であ

らわしたものになります。それが先ほど資料を載せておるのが、３５ページですね、すい

ません、建設費デフレーターというのがございまして、その基準年が平成１７年の２００

５年を１００として、ここに掲載しております、上で言いますと２０１２年４月が四角で

囲んでるところですが、１０４．４、それから平成１７年の基準からいうと４．４％増し

ているという形になります。ここの表で言いますと、住宅建築について掲載されておりま

して、非木造を例にして挙げさせていただいてるというものになります。各年度の月ごと

にその統計数値が発表されますので、それをもとに算定してるというところになります。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 １点目の訂正については了解いたしました。括弧の中に８，０００万円を追加する

ということで確認をさせていただきました。 

それから、デフレーターのことなんですけれど、考え方については理解できました。そ
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れで、建築費の指数ということが示されたんですけれども、その建築費というものの中に

は人件費というか、そういうものも構成要素として入っているんですか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 入ってございます。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 それで引き算をするということになるんですか。私、実はこの１ページの一番下の

その計算ですね、（１）ア－（１）イと書いてあるんですけど、どうして引き算するのか

がよくわからないんです。すみません、お願いします。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 先ほど委員おっしゃられてるように、物価変動率によって求められている部分、

今言ったデフレーターで計算されたものにつきましては、労務費も含んだ形になりますの

で、ここで二重計上にならないように差し引きして計算させていただいてるというところ

になります。 

中原副委員長 よく理解できました、今のは。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 全く関連なんですけど、３５ページの次に書かれている３６ページのこの計算式がペー

ジの下のほうにあるんです。これをぱっと出されても、何のことかわからへんていうので

すが、これを何ていうんですか、当町の場合に当てはめるとこうだということが、もう目

に見えてわかるのであれば、ああ、なるほどねというのはわかるんですけど、これを見て

私たちにどう判断せいて言われるところがあるので、それは何とかならないんでしょうか

ね。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 建設デフレーターの概要について掲載させていただいている状況で、なかなか

統計上のお話でございますので、なかなか難しいところがございます。先ほどお話しさせ

ていただいたように、こういう概念で計算されたのが、その基準年をもとに、先ほど説明

させてもらった３５ページの表が国のほうから出てまいるということでご理解をお願いし

たいです。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 これは計算式であって、これに当てはめると３５ページの表になるといった理解ですね。

もうこの計算式のどれを何に当てるかというのは、もう特に原課のほうでは検討したもの
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ではないと、これは計算するための式だけであるということで間違いないですかね。 

反保委員長 質疑ございますか。 

松尾委員。 

松尾委員 この説明資料の中の３の契約変更額の計算方式ってあると思いますけども、その中の注

の２、住宅整備費に占める建築労務費の割合が２１％としたというのが当町の判断による

ものかと思うんですけども、これは国が示しているその割合、要は、これは何で２１％に

したのかというのが、何というのかな、正確に出せないと判断したから２１％にしたのか

なと思うんです、その基準がね。それというのは、あくまでこの国が示している２１％で

あって、今回事業者から労務費が上がったから見直してくれという判断の中に、実際事業

者から見れば、この建設労務費というのは、出たから入札したのであってと思うんです。

そこが本当だったら事業者からそういうデータなりなんなりが示されてもいいのかなと思

うんですけども、それが示されたのか、示されなかったので、２１％を適用したのかとい

うのをお答えいただけますか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 その２１％の根拠でございますが、２７から、実質出てるのは２８ページにな

ります。これに２８ページの建設事業、下の表、労務比率表というのがございます。それ

の中段でちょっと太囲みしている部分になりますが、建設事業の建築事業で２１％、これ

につきましては、労災保険の保険料の徴収に関する法律の中で、そういう建設業について

は数字の請け負いによって、下請なりも含めて元請事業者が、そういう労務に係る保険等

の納付義務がございます。そのためにパーセントがわからない、割合が明確でない部分が

結構多いものですから、その法律に基づいて、その建築事業についてこれだけの労務費、

パーセントがあるよというのを示しておるものでございまして、これを根拠にしまして、

先ほど委員ご質問の注２の住宅整備費に占める労務費の割合を２１％と根拠としたという

ところでございます。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 このことについてもそうなんですけど、結局、その根拠となる労務費のこれだけ上がっ

たから、これだけで契約を見直してほしいという根拠ですよね、その根拠をまずもう一回

確認するところかもしれませんけども、事業者から提出されたかどうか。あと、そうです

ね、それをまず聞きたいんですけども、もう一度確認のために。 

反保委員長 木下部長。 
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木下都市整備部長 基本的には、細かな根拠等はなくて、これぐらいというお話でございまして、

当方がその辺の検討するに当たっては、何ら根拠が必要になりますので、当方が検討して

事業者のほうへお示しさせていただいたというところでございます。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 そのやっぱり根拠が示されているということなんで、やっぱりその数字で多分示されて

いると思うんで、事業者はその数字を出すために、独自の根拠をもって算出されたと思わ

れるんですけれども、その数字を精査するために、国のさまざまなデータ基準に基づいて

当町も確認したということで間違いなかったですかね。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 そのように間違いございません。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 その事業者が示された数字というのを精査したときに、そのもっと前提に契約があった

わけですよね、もっともっと前にね、契約金額があったということで、単純に考えると、

その契約金額の内訳としては労務費もあるし、建築資材費もあるし、いろんな要素の中で

その契約金額が出てると、その中の一部の労務費があると思うんですけれども、当町とし

てはその事業者から提出された数字というのは、ちょっと理解しがたかったから今に至る

ということですか、この国の基準を適用したということで間違いないですか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 その辺、事業者から提出されて、その辺の根拠性が定かではないので、当方の

ほうでいろいろ府なり国なりのほうの問い合わせで、当方のほうで判断してその基準を定

めたというところでございます。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 その入札のときというのは、さまざまな事業者がおられたと思うんですね、このＰＦＩ

選定事業者以外にもいたと思うんですけども、多分それぞれ独自の算定基準において労務

費も定めたりとか、契約金額を明示したと思うんです。今回、労務費の上昇によってとい

うことで契約事業者からの申し出があったということで、計算を見直すということになる

んですけど、本当に一番心配していることというのは、これが不公平にならないのかとい

うことを一番心配しているんですよ。というのは、もし、また違う今度ＰＦＩ事業があっ

たとすると、そういうことをする、ほかの事業者から見たらですよ、そういうことをする

のであれば、じゃあもっと低く見積もって、後で上げてもいいんだったらそういうことも
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あり得るよねと、含んだ上で契約できるんだったら、そうするというところも出てくるん

じゃないかなという考えを持ってまして、そのあたりはいかがですかね。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 基本的にこの変更につきましては、当初におかれまして、先ほども説明した物

価変動等で双方協議の中で契約を成立した状況でございまして、その後、急激な労務の変

化が起こったことに伴って、事業者のほうが対応できないかというお話がございまして、

それを受けて、大阪府なり国のほうともいろいろ相談した中で、国のほうのＰＦＩ事業の

ガイドラインの中にも、そういう定めのない事項が発生した場合は、双方協議の上定めて

いくというガイドラインもございましたし、そのような観点から、本契約の定めのない事

項、７３条ですか、定めのない事項をもって協議を進めさせていただいたということにな

りますので、その当初の参加していただいた方への不公平感というのはないものだと考え

ております。急激に起こった状況の中でどう対応していくかということですから、未然に

推測できるものであれば、また別の話かもしれませんけど、基本的にはそういう突然起こ

った状況の中で、定めのない事項で協議をさせていただいたということでございます。 

反保委員長 辻下委員。 

辻下委員 この案件４７号、平成２８年度一般会計補正予算（第３次）の件、これはもうほとんど

議論を尽くしてあると思うので、もう早急に採決をとってほしいと、このように思います。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 辻下委員のご指摘もありましたが、賛否を決するのに、あともう一つだけ、私。 

辻下委員 どうぞ、どうぞ。 

中原副委員長 ありがとうございます。聞かせていただかないと、賛否を決しがたいと思っている

ことがありまして、運営上のこともありまして、またその次の議案第５１号のところで聞

かせていただいてもいいかなと思うものはそこでと思っておりますが、１点だけ、町の考

え方をお聞きしたいことがあります。 

午前中から金額の積算根拠等をめぐっていろいろな質疑、また答弁がなされてきたわけ

ですが、こういう建設事業にかかわらず、外的な要因であったり、さまざまな要因で事業

費がかさむと、増大するということはあり得る話ですし、また、それに伴って上乗せする

というか、金額を支払うというのは、当然のことであると私は思うんですよ。 

例えば、過去の議案の中でも、最低賃金が値上がりしたので、それに伴って上げますよ

とか、そういったことは行われてきたわけで、必要な事業費については支払うのは当然で
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あると考えています。ただ、その増額の妥当性が客観的に確認できるのかどうかという問

題で、やはり税金を支出するという事柄ですから、そういったことが確認できなければ賛

同しがたいというのも、私たちの立場であることはご理解いただけるところと思います。 

それで、増額の要因として、岬町と、それからＰＦＩの事業者となっているものが、合

意に、最終的に提案されている内容で至ったということでありますけれども、そこに至る

まではかなり協議の中でもご苦労があった、また時間もかかったというように聞いており

ますから、その苦労に対してはねぎらいたいと思うんですが、その詳細については私ども

にはつまびらかにされないという、これは仕組み上の問題が１つあるんだと思うんですね。 

ＰＦＩの契約というのは、私からすると指定管理者の制度と少し似ているところがある

と思っておりまして、全てを明らかに透明性を高くするということは、仕組み上困難な部

分があると思っているんですね。本来であれば、やはり税金を支出する以上、全てをつま

びらかにすると、そして住民の皆さんにご理解いただけるものを賛同するということが一

番望ましいわけですが、今回は、午前中のやりとりも聞かせていただいておりましたけれ

ども、やはりそこは何もかも明らかにするということは、この場では難しいということは

よく理解したところであります。 

それで、私が一番気になるのは、ほかの委員さんでもあると思いますけれども、増額を

する限りは、実際に働いた方、労働者の賃金が上がらなければ増額の意味がないと考えて

いるんです。それで、そのことが担保されるのかどうか、ということが、私はやはり問題

になるところじゃないかなと思うんですね。 

資料でお示しいただいているとおり、こういった事業の場合には、数次の請け負いによ

って行われるのが常態であり、というふうに労務費率のところでも述べられているとおり、

幾次にもわたって下請に事業が請け負われていくということはあり得る、事実としてある

ことなんですね。その中で、元請と下請の力関係で言いますと、やはり事実として厳然と

力の強い、弱いというものは存在するわけなんですね。ですので、やはり弱い立場にある

実際の労働者に対して、それに見合う今回増額するのであれば、それに見合う賃金が反映

されなければならない、保障されなければならないと私は考えているところなんです。 

それで、私が１つ町に対してお聞きしたいのは、こういったことが今後も起こってくる

可能性があります。この事業だけにかかわらず、ほかの事業についても、ＰＦＩだけに限

りませんが、公の事業をしていただく契約、公契約において、いろいろな外的な要因、客

観的な要因でやはり労働者にしわ寄せがされるというようなことは今後も起こり得ること
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ですから、そこに対して新しい仕組みをつくっていく必要があると思います。 

全国で公契約制度、公契約条例というのをつくっているところがどんどん増えてきてい

るところでして、内容については一定ご存じかなとは思うんですが、公共の事業を請け負

っていただいた事業者、また労働者に、きちんとそれに見合う賃金が支払われるというこ

とを仕組みとして岬町もつくっていく必要があると思うんですね。この公契約制度の制定

について、前向き、また積極的に今後検討していくお考えがあるかどうか、この１点をお

聞きしたいと思います。 

反保委員長 古谷部長。 

古谷総務部長 公契約につきまして客観性を担保するなり、また契約変更に当たって、その内容を

担保していくというお考えはよく理解できるところでございます。 

今回はですね、特定民間資金等活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律とい

う、平成１１年にできた新しい契約制度といいますか、それに基づくものでございますの

で、ご指摘にありましたように、仕組み上一部難があるのではないかというご指摘ももし

かしたら当たるのかなと、私も考えたところでございます。 

公契約条例、この辺はもう少し勉強させていただかないかんのですけれども、一般論と

してですね、日本では余りないんですけれども、発展途上国では、インフレーションが年

間２００％とか３００％にもなるような例もありますし、すぐそれが日本で起こるか、我

が町で起こるということは別やと思いますけれども。 

今までは、比較的年度内で契約して、履行がされて支払いまでいくということで、比較

的というか、年度内で終了する事業が多かったと。今回は、ＰＦＩ事業ということで、設

計から施工に至るまで複数年度にわたっての長い、長期にわたる契約であるというところ

も今回少し今までの契約とは違う性質があるなというふうに考えております。 

これまでも契約時にですね、想定していなかったような問題があれば契約書にも明記す

ることが多いんですけれども、お互い町と相手方が信義則に基づいて、率直にお話しして

解決していくという、そういうスタンスは持っております。 

ご指摘の公契約条例の制定なりについては、これから十分勉強させていただきたいとい

うふうに考えております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 議論も深まってきたと思います。一点、決算意見のある方にお願いしたんですけどね。 

反保委員長 竹原委員、これで一応質疑は終わりたいなと思っているんですよ。５１号で、また質
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疑してくれませんか。 

竹原委員 一点、単純なことなんですけれども、業者から申し出があった金額というのは、もっと

大きな金額であって、町から示した金額というのは、何とかこちらで作業をしながら、ぐ

っと抑えたといった理解でいいのか、業者から言ってきたのは、もっと低いところがうち

で計算したら高くなってしまった、それを払うのであって、そこがもっと大きかったのを

詰めたんだと、要らん分は一旦切ったんだとぱちって言ってもらったらね、賛否取りやす

いんですよ。そこの回答を部長なり、町長なりでお願いしたいなと思うんですが。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 事業者からご提示いただいた金額は、かなり大きいものでございました。そし

て、切ったという表現が気にはなったのですが、うちで適切な価格として精査させていた

だいた状況で、合意を得たということでございます。 

反保委員長 協議の結果、低くなったと。 

田代町長。 

田代町長 業者間との事務方とのいろいろ長きにわたって調整をやってまいりました。しかし、業

者のほうは、やはりどうしても業者としての考え方というのがあるんですけれども、我々

は国交省の計算式、また厚生省の計算式、厚生省の場合、保険、労働保険、そういったも

のも含めた中で計算をしながら、最終的に出た金額が今日ご提示させてもらっている金額、

それで、なかなか担当との中ではうまくかみ合わず、やはり業者のほうは、かなりの数字

が出たと。 

しかし、最終的にいろいろ説明をすることによって、私も最終的に業界のトップとのお

話に入らせてもらって、私どもの考え方についてご理解をいただけるのかどうかというこ

とを最終お願いをしました。そうしたら、相手さんのほうから町さんの計算で結構ですと

いうお答えをいただいたので、議会のほうの提案に至った次第でございます。 

それと、先ほど中原委員さんのほうから、今後の言わば働く人たちにその結果として優

遇されるのかどうかというご指摘が、今後町としての今後の考え方については、総務部長

が先ほど答弁したとおりでございますけれども、やはり国からのほうで、やはり国交省の

建設産業局長から建設業の団体の町宛に、今の中原委員さんのおっしゃる内容等について

は、徹底してそういった働く者、つまり技術者が恩恵をこうむることが大事であると。だ

から、その点の周知、徹底をするようにという通達は、国交省のほうから業者のほうにも

いっておりますし、私どもも今後この件についても業者のほうに、そういう働く方へのや
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っぱり、これをスライド上げることによって、その反映を必ず受けるようにという指導は

やっていきたいなと、このように思っております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 運営上、終結のお願いともう一点だけ、竹原委員が聞いている意味というのが、やはり

業者とそして町当局との金額の差がどれだけ開いていたんやという話を聞いているわけ。

それも一つの物差しとして参考として聞きたいわけ、やっぱり採決に加わりますのでね。

話にならんような金額であったのか、いや、お話できる金額やったので協議して、結局そ

ういうようになったんやということで、私等非公式な億という話は聞いとるで。しかし、

非公式な話、風評の話とやっぱり担当の答弁する内容というのは、信憑性が全然違う。そ

れを皆が聞いているわけ。そやから、話にならん金額でとどめるのか、その別に支障なか

ったら答弁してあげんと、やっぱりいつまでもこれ議論していかないといけないので、一

つこの事業、ＰＦＩ事業って特殊な事業で、普通の入札大札した部分じゃないんですわ。 

ということで、特殊な事業を初めてやって、そしていろんな反省もありゃ、よかったこ

ともあると思うんや。ですから、それはそれではっきりして、やっぱりもうぼちぼち委員

からもこの議論の終結の動議も意見も出ているので、委員長にお願いしたいのは、このは

っきり言えることは言ってもらって、そしてもうこの議論は、もう委員に諮ってほしい。

終結をするのかどうするかって。やっぱり一人の意見ではあかんので、全員の意見を集約

して委員会でこの議論はもう閉じましょうということに委員長、運営上お願いしたい。ま

ず、答弁、話にならん金額、その話をちょっとして。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 確かに話にならない金額でございました。 

反保委員長 先ほど田島委員、辻下委員からお話がございましたが、やはりこの議論も大分深まり

ましたので、補正予算の採決のほうにいきたいと思います。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論ございませんか。 

竹原委員。 

竹原委員 討論をしますので。 

反保委員長 反対の方ございますか。竹原委員。 
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竹原委員 討論を賛成の立場からさせていただこうと思います。 

本日、長時間にわたってこのＰＦＩの案件について、結構明らかになったことがあった

と思います。ここまで聞かせていただいて初めてわかったこともありましたし、最終的に

多額の金額をここまで抑えたというのが本音だったのかなというように聞こえまして、ま

た今後町がどのように取り組むという方向性も聞こえましたので、それをしっかりと遂行

していただきたいといった面も含めて賛成の討論とさせていただきます。 

反保委員長 ほかに討論ございませんか。田島委員。 

田島委員 この一般会計の補正予算、全般のこと言えるんですよね。特に、今回ＰＦＩの部分につ

いては、やっぱりちょっと透明性ではない部分は、私も疑義は感じています。 

しかし、この事業はやはり住民にかかわる問題であって、このＰＦＩ事業は特殊なので、

こういう事業はあきませんよって、この事業ストップするわけにはいかんわけですよね。

やはり一旦、私も賛成はしているわけですね。この事業をストップさせるわけにはいきま

せん。しかし、成功させないかんということで、今回みんな頭を痛めていると思うんです。 

ということで、この事業はやはり最後まで、事業を成功させるように一つ担当課のほう

も、これから鋭意努力していただいて、この事業についてはもう委員会で、朝からいろい

ろ耳にたこができるほど答弁いただいて、私なりに理解していますので、一つこのＰＦＩ

の補正予算、その他の補正についても賛成といたしますので、意思表示をしておきます。 

反保委員長 その他、討論ございますか。松尾委員、賛成ですか。 

松尾委員 そうですね。賛成ということなんですけれども、ほかの案件もありますので、その件に

ついては賛成でして、またＰＦＩの件については、実はまだ見えてこない部分がやっぱり

多々あるんですね。 

先ほど町長も言われたように、実際大元との契約はこうだけれども、その根拠となる労

務費ですよね。実際にほんとに支払われるのかというところの担保というのが、今後どう

していく、契約のこともあると思うんですけれども、それをやっぱりしていただかないと、

実は大元との下との契約というのは、今までどおりであって何も上がっていなかったんだ

よということであれば、本当にこの話自体がおかしな話であって、そこをもっと精査した

かったんですよ、実はね。 

でも、今日、木下部長も答弁されたように、出された資料はこれが全てだということな

んですよ。でも、私たちにしてみれば、これでは判断できないんですよ。というのは、事

業者から提案された内容があって、それをどう精査したのかというのもちゃんと明記され
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たものがあって、それではなかなか納得できないからこれにしたんだよということであれ

ばスムーズだったんだけれども、その全くお願いがあったところがないんでね。それでは、

なかなか今ではちょっと判断しにくいんですよ。 

ただ、私は賛成というのは、ほかがあるので賛成という立場をとらせていただきますけ

れども、今後も含めて次の議案もありますけれども、それはちょっと保留っておかしいで

すけれども、要検討という形の立場をとらせていただきたいなとこう思っています。 

反保委員長 ほかにございますか。中原副委員、反対ですか。 

中原副委員長 賛成することにいたしました。もろ手を挙げて賛成ではありません。よくおわかり

のことと思います。 

議案第４７号につきましては、６月に降った大雨、それに伴う災害が発生してそれに対

する手当てでありますとか、午前中の質疑でもお尋ねいたしましたが、みさき公園青葉台

地内の行政財産についての今後の有効活用に向けての措置など、妥当性があるものと認め

られるものが多く含まれているというように受けとめております。 

ただ、ＰＦＩ事業の契約金額の変更、増額につきましては、この契約、ＰＦＩという手

法を用いた契約上、全てをつまびらかにしていただくことができないという限界は感じつ

つも、本来であれば事業者からどんな説明をいただいたのか、岬町として主体的にどうい

うことを相手に問い合わせもし、確認もしたのか、そういった事柄についてもお聞きをし

たいところでありました。 

しかしながら、それは現在ある仕組みの上では、困難であるということも一方で事実と

してありますから、今後の仕組みづくりについて、ぜひ前向きにご検討をいただきたいと

いうことを問わせていただいたところ、それについては前向きに考えていくと、部長、そ

して町長のほうからも重ねて意思表示があったところでありますから、その姿勢を認めて

賛同という立場をとらせていただきたいと思います。 

町長のほうからですね、実際にお仕事をしていただいている技術者等に対して、きちん

と働きに見合った賃金が支払われる、増額を今回するならば、それが増額されてその方々

にも影響が及ぶように指導をしたいと、強めたいということも語られたところであります

が、現時点では、残念ながら今ある仕組みの上で言いますと、指導に過ぎないわけなんで

すね。これは強制力が働きません。ですから、公契約条例をぜひつくっていただきたいと

ご提案もし、要望もしたところでありますから、今後研究、検討をしていただいて、ぜひ

公契約制度・条例の制定に向けてご尽力いただくように、合わせて要望をいたしまして賛
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同したいと思います。 

反保委員長 あとよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 これで討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第４７号「平成２８年度岬町一般会計補正予算（第３次）の件」のうち、本委員会

に付託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致でございます。 

よって、議案第４７号のうち、本委員会に付託されました案件は、可決されました。 

続いて議案第５１号「特定事業契約の変更の件（町営緑ヶ丘住宅ＰＦＩ事業）」につい

て議題とします。 

本件につきましては、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略したい

と思います。よろしいでしょうか。 

それでは、質疑ございますか。 

竹原委員。 

竹原委員 この特定事業契約変更の件のこのページの契約の相手方の４社ある中のこの一番下の共

設工営さん、これ竹原さんってなっているんですけれども、たまたま同じ名前なんですけ

れども、実際ここの業者っていうのは、ＰＦＩで工事をしているところの周辺を開発する

予定、開発権利を持っている業者だと思うのですが、このＰＦＩの事業とこちらの事業と

どのように考えているかということを聞いたことがあるかないかだけで結構です。そうい

うことがあるのかないのか、あるならばどんな話があるのかというのをお願いしたいと思

います。 

反保委員長 答弁よろしいですか。木下部長。 

木下都市整備部長 この共設工営さんにつきましては、グループの中では移転支援業務といいまし

て、引越の業務をしていただいている業者さんになるものでございます。 

言われているように、隣接して開発の方でもございますけれど。この契約の中で言いま

すと、先ほど説明したように、この業者さんは移転支援の業務に携わっていただいている

業者さん、この本契約には竹原委員ご質問の件については、ちょっと関係はないのではな

いのかなと思われますけれども。 
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反保委員長 よろしいですか。中原副委員長。 

中原副委員長 先ほどの議案の審議のところでは、時間の関係もあってお尋ねできなかったことが

ありますので、説明資料のうちから何点かお聞きしたいと思います。 

１ページの中で、大きな３番の契約変更額の算定方式、（１）注３というのがあるので

すが、これは期間についてどう考えるかということで、ここの表現で言いますと、平成２

５年２月から平成２７年２月までという期間を基準にしますということで合意に至ったと

いうことでご提案をいただいたというところかと思いますが、積算をした時期で言うと、

この平成２５年より以前の時期でしょうし、工事については、平成２９年度までかかると

いうことでありますから、もともと事業者さんがおっしゃっておられた期間は、もう少し

長い期間であったのかどうか。単純な答えで結構です。そうです、違います、そんな程度

で結構です。 

それから、３ページの主要７職種というのがピックアップされているわけですね。それ

で、これはこの資料のこの後に、５１の職種がずらっと並んでいるんだと思うのですが、

その中で主要７職種が選ばれているところかと思うんですけれども、どうしてこの７職種

なのかなという素朴な疑問を持ちまして、別の資料ですと、主要１２職種が選ばれて検討

の遡上に乗せられたりということもほかで見たりしたことがあるものですから、今回この

７職種をピックアップして検討の対象にしたのは、この事業がこういった特別な職種の経

験者が多いということで、この７職種が選ばれたのでしょうか。そのあたりをお聞きした

いなということと。 

それからあともう一点だけですけれども、資料６ページの公共事業労務費調査の概要に

ついてという資料をお示しいただいております。せっかくの機会なので、ちょっと考え方

をお聞きしたいなと思うのですけれども、この調査は、一件当たりの工事費が１，０００

万円以上の事業の中から無作為に抽出をして調査をした結果ということで示されているわ

けですね。 

それでですね、この資料そのものの妥当性について、私はこの資料はちょっと持ってき

たのが悪いというわけじゃないんですよ、これは岬町がつくったものでも何でもないので、

国土交通省が独自に調査もされて、こうやって年度ごとに公表されているものですから、

それが悪いとは言わないんですけれども、ただこれは少し不十分さを持ったものと私は思

っているんですね。 

と言いますのは、事業の金額に限定があること、そしてまたその中で無作為に抽出して
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いること、そしてまたこれはいろいろ調べてみますと、この有効標本数から外れているも

のもかなりあるわけなんですね。 

それはどういったものかと言いますと、これは事業所に調査の依頼をして、記入をして

もらって返してもらったものを集計するわけですけれども、この調査書への記入に当たっ

ての根拠になる資料を提出させたりとか、あとは賃金台帳を確認したりとか、また所定労

働がですね、法廷時間内ですから一週間に４０時間以内という働かせ方をしていることが

確認できないものは、この標本の中に入っていないんですよ。ということは、ここに載っ

ている標本というのは、かなり優良な本来あるべき形の働き方、また働かせ方をしている

ものをピックアップしたものというように受けとめるべきだと思うんですね。 

ですので、これを全てと思って見るべきじゃないと私は思いますし、この資料をこうし

て私どもご提示いただいているということは、岬町としてですね、こういうことについて、

この事柄について信頼性が十分にあるとお考えになって出されたものかどうか。この資料

の提出されるに当たっての資料の信頼性について、どのように考えているかも参考までに

お尋ねをしたいと思います。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 まず、第１点目でございますが、期間で言うと長い期間、要するに開始する時

期を２４年度、当方の基準としては２５年の２月からですが、長い期間の２４年からとい

うところです。 

あと２点目の７職種でございますが、これはマンションとか民間も含めてですが、そう

いう住宅の１０階程度の住宅を建てるに当たって、一番職種として使っているといいます

か、使われている職種をピックアップをしたものが７職種になっているというところです。 

あとこの資料につきましては、基本的に国のほうから提示いただいている状況の一連の

労務単価が掲載されている中のものを提示させていただいたものでございまして、基本的

には国のほうの通知される内容と同じ状況になっておる状況で、国から示されたものと理

解しております。 

反保委員長 その他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。これで質疑終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 
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副委員長。賛成でしょうか、反対でしょうか。 

中原副委員長 賛同いたしますよ。 

先ほどの議案第４７号、一般会計補正予算のところで、今後の公契約条例制定に向けて

の努力の意思が確認できましたので賛同いたしますが、ただ現時点では、先ほども申しま

したとおり、今回の増額がされるということに至った場合、それが一人ひとりの実際に働

いた労働者に対して、きちんと反映されるのかどうかということの担保はありません。 

お配りいただいている資料にも下請契約における労務単価や雇用契約における労働者へ

の支払い賃金を拘束するものではないということが留意事項に書かれているわけですね。

ですので、この担保をぜひとれるような仕組みづくりに鋭意努力をいただきたいというこ

とを重ねて申し上げて賛同したいと思います。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 賛成のほうですが、いいですか。 

賛成討論に加わせていただきます。先ほどの一般会計の事案とほぼ同様の内容で理由を

持って賛同したいと思います。 

また先ほど質疑した、この業者におかれましては、塩漬けの土地があるということで、

これを機会に何かしてもらえたらなというアクションを起こしてほしいなという要望も踏

まえまして、賛同の立場にさせていただきます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 私も先ほどの補正予算の部分では、賛同いたしておりますし、この協定の部分について

も当然賛成すべき立場であると思うんです。 

やはり、この事業を途中で中断させるわけにはいきませんので、先ほどの答弁を理解い

たしまして、この業者に最後の最後まで責任を持って事業をしていただくことを踏まえま

して、賛成をいたします。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 先ほどの議案と全く同じ立場でございます。苦しながらの賛成という形をとらせていた

だきたいと思います。 

先ほどと同じ理由なんですけれども、やはり末端までその基準となるものを労務単価の

基準ということでつくっていただきたいと、これは要望しておきたいということですね。 

今後やっぱり同じことが起こる可能性があるんですよね。そのときのこともしっかり考

えた上で、今回は本当に事業始まっているということですし、苦しいところですけれども、
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次回のことを見据えた上での基準となるものをつくっていただく。または、契約をしっか

りしていただくということが前提のもとで、賛成という立場はとらせていただきたいと思

います。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 これで討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第５１号「特定事業契約の変更の件（町営緑ヶ丘住宅ＰＦＩ事業）」について、原

案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第５１号は、本委員会において可決されました。 

続いて議案第５２号「町道路線の認定の件」について議題とします。 

本件について、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略したいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 現在、この連絡道路ですね。この事業がどこまで進んでいるのか、進捗状況をお尋

ねしたいと思います。 

反保委員長 多賀井課長。 

多賀井二国推進課長 事業の進捗状況についてご説明させていただきます。 

２７年８月に事業説明会を開催いたしまして、２７年１０月から現地での境界立ち上げ

を行っております。 

その後、測量をいたしまして、境界確定図を作成し、平成２８年の２月より立ち合って

いただきました関係者の方々に、境界画定の図面の署名押印を得る作業を行いまして、３

月末にこの作業を完了しております。 

その境界画定ができ次第、法務局に備えてあります公図と立ち合いしました土地と差異

のある土地につきまして、地図訂正を行っております。 

平成２８年４月以降におきましては、田んぼや畑の耕作者の調査を行っております。合
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わせて事業に必要となりますそれぞれの土地の面積や補償すべき物件を確定し、調書を作

成した後、関係者の確認をとる作業を６月以降に行っております。 

確認をとる作業完了後、一筆ごとの土地等の算定作業を行い、金額提示、交渉となりま

す。 

用地取得につきましては、地権者の人数が多く難しい作業でありますが、この９月以降

に金額提示を行いまして、できるだけ早く早期に用地取得できるように、鋭意努めてまい

りたいと考えております。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 先ほどの議案第５２号の町道路線認定の件の資料ですが、資料１２ページか

ら１３ページに全体図、１４ページには平面図がありますが、議案書は抜けておりますの

で、早急に差しかえますのでよろしくお願いします。大変失礼しました。休憩の間に差し

かえさせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

反保委員長 質疑ございますか。辻下委員。 

辻下委員 この海岸連絡線で、いろいろと地権者を寄せて説明会をしていると思うんやけれども、

これ全体的に地権者何軒あるのか、それだけちょっとお聞かせしたらなと思うんやけど。 

反保委員長 多賀井課長。 

多賀井二国推進課長 事業地に予定されています地権者の人数でございますが、４６名の方々でご

ざいます。 

反保委員長 辻下委員。 

辻下委員 この４６名の方々にもう説明会は済まれているのですか。 

反保委員長 多賀井課長。 

多賀井二国推進課長 海岸連絡線の事業につきましては、事業予定地の全ての方々には説明をして

おります。今後先ほども説明いたしましたように、金額提示を行っていく予定でございま

す。 

反保委員長 ほかございませんか。竹原委員。 

竹原委員 この道路は、南海電鉄の上を越えるということでしたが、この南海との話し合いという

のはもうきちっと済んでいるということを確認させていただきたいと思います。 

反保委員長 多賀井課長。 

多賀井二国推進課長 現時点におきましても、南海電鉄との起動時期をまたぐ協議につきましては、

現時点も進めさせていただいているところでございます。 
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反保委員長 その他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 異議なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 討論ございませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第５２号「町道路線の認定の件」について、原案のとおり可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第５２号は、本委員会において可決されました。 

暫時休憩します。再開は、２時３０分。 

（午後 ２時１３分 休憩） 

（午後 ２時３０分 再開） 

反保委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

議案第５８号「平成２７年度岬町一般会計決算認定の件」のうち、本委員会に付託され

ました案件を議題とします。 

本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。 

また、歳入歳出をそれぞれ分けて審議したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、歳入から審査に入ります。 

委員会資料の１５ページから１８ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

松尾委員。 

松尾委員 １５ページの使用料及び手数料の中の節が、住宅使用料の備考の欄に、住宅共益費と駐
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車場使用料というのがあります。これは、確か去年度はなかったように記憶するんですけ

れども、これはどこの分かをお答えいただきたいと思います。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 今、ご質問の場所につきましては、緑ヶ丘住宅の１号棟の新しい住宅になります。 

反保委員長 ほかございませんか。 

田島委員。 

田島委員 住宅使用料の部分で、滞納分、この部分の滞納の部分で収入未済額の部分ですね。使用

料の中で、負債額３７万９，１７０円と、そして滞納分が３０４万７，２１７円、これの

内容をちょっと教えて。なぜその収入未済額になっているかということ。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 内容につきましては、まず収入未済額の３７万９，１７０円につきましては、現年の

滞納のほうになります。 

次の下の滞納分というのが、過年度になりまして、３０４万７，２１７円になっており

ます。 

内容につきましては、過年度につきましては、滞納者１５名になっておりまして、現年

につきましては、４名の内訳になっております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 これは、新しい住宅地じゃないわね。以前の部分のあれやな。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 今、おっしゃられたとおり新しいところではありません。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 新しい滞納はないね。それだけ確認したかったんです。結構です。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 委員会資料１５ページの私も住宅使用料にかかわってお尋ねをいたします。ちょっ

と先ほどお答えになっていたことで確認をさせていただきたいのですが、現年度について、

公営住宅使用料の現年度について、減免の措置がとられた分だということと、それから４

名分ですということをおっしゃったのかなと思ったんですけれども、それは、減免の措置

をしている人が４人います、そのお金がこれだけですという意味なんですか。私の聞き違

いかな。 

反保委員長 奥課長。 
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奥建築課長 すみません。減免じゃなく、現年。２７年度分ということです。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ということは、現年度分ということで、４名の方が滞納者ということになって、そ

の４名分の金額がここに未済額として計上しているということですね。わかりました。そ

のように理解いたします。 

それで、公営住宅使用料の滞納分について、１５件というようにおっしゃいました。一

年前の議論についても確認をさせていただきましたが、一年前の時点でも１５件という状

況だったと思います。 

このご時世ですから、無理な徴収というのは非常に困難があると思いますけれども、丁

寧に運用を恐らくしていただいているとは思いますが、一年前の審議の時点と比べて状況

の改善があるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

一年前の状況で言いますと、１５件中分納誓約を結んでいるところが８件、それから交

渉中のところが３件、不明の方が４件ということでお聞きしてきたと思います。 

それで、不明については、債権管理条例に基づく手続について準備をされているという

ことも当時語っておられましたので、一年かけてこの滞納について進んだ部分等があれば

お聞きをしておきたいと思います。 

それから、先ほど松尾委員がお聞きになった住宅の共益費、それから駐車場についてお

尋ねをしたいのですが、この共益費と駐車場の使用料については、新しく建てかわった緑

ヶ丘住宅のみかかってくるということの説明がありました。 

一応、条例や規則の中では、共益費や駐車場の使用料については書かれているのですけ

れども、過去建替えた緑ヶ丘住宅以外の部分については、共益費も駐車場の使用料もゼロ

円だったというように捉えたらいいのでしょうか。 

公営住宅に入居されている方については、家賃以外に共益費といったような、また駐車

場を使っておられる方については、それらにかかって徴収されるということはなかったと

いう理解でよろしいでしょうか。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 滞納につきましてどのように進んでいるかと言いますと、債権条例に基づきまして、

執行停止というのがありまして、それを４軒の方に執行停止を現在かけさせていただいて

おります。 

その他の方につきましては、分納誓約をいただいたり、あと各自訪問させていただいた
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りとか、そういうようにさせていただいております。 

先ほど、私が伝えさせていただいた中で、全体で１５名になりまして、当該年度につき

ましては、２名の方が新たに追加になっていますので、申しわけないです。分けて言うと

なれば、滞納の方が１３名、過年度につきましては。当該年度の方につきましては、４と

言っているのを２名にちょっと修正をお願いします。 

続きまして、従来の緑ヶ丘住宅の共益費というお話になるのですけれども、今回新しい

住宅には、エレベーターがついておりますので、その分の共益費をいただいている次第で

ございます。駐車場につきましても新たに今回からいただいております。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 再度確認をいたしますが、今のご答弁でいきますと、入居者、公営住宅の入居者に

ついては、従前は家賃以外に徴収されるものはなかったという受けとめでよろしいですね。

わかりました。 

反保委員長 ほかによろしいですか。中原副委員長。 

中原副委員長 委員会資料１５ページから１６ページにかけて、款１４国庫支出金、項２国庫補助

金、目が４と、それから次のページに、５２と２つあるんですね。 

それで見方を教えてもらいたいのですが、目４と目５２は、土木費国庫補助金と両方な

っておりますが、事業の中身が違うから別立てで、目の数字がまた別立てになるという、

そういう構成なのでしょうか。 

ということと、それから１６ページの上の２つで、節３とその下の１と、この３と１に

ついては、備考に全く同じ表現が入っているんですけれども、道路橋梁費ということなの

で、事業が例えば片方は道路にかかわるもので、片方は橋梁とかいうように事業によって

分けていると捉えたらいいのでしょうか。この構成上のことをお尋ねしたいと思います。 

それから、１６ページの商工費補助金の中で、総合相談事業交付金地域就労支援事業分

とありまして、この相談事業にかかわって件数と、それから実績にかかわるようなことが

あれば、実際の就労に結びついたということになろうかなと思いますけれども、そういう

ことがあればご報告をいただきたいなと思います。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 私のほうからは、２４ページ、２国庫補助金の４、土木費国庫補助金と、５

２土木費国庫補助金の内容についてご説明させていただきます。 

４土木費国庫補助金につきましては、平成２７年度事業の社会資本総合整理交付金に係
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る部分で、５２につきましては、前年度から繰越分の社会資本総合交付金４３６万７，０

００円でございます。繰越分でございます。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 私のほうからは、商工費補助金の総合相談事業交付金地域就労支援事業分、６

３万１，０００円についてお答えさせていただきます。 

これは、岬町人権協会さんにお願いしています、地域就労支援コーディネーター等業務

委託料に充当している府の交付金となりまして、交付率は１８．３％となります。 

総事業費は、３４４万９．０００円となっていまして、ホームヘルパーやパソコン中級

上級講座、就労活性化事業費、地域就労支援コーディネーター活動推進事業費などに充て

られております。 

その中の総合相談事業なんですが、実績といたしましては、就労相談実績としまして、

新規５０件、前年度は６３件でした。再相談者が４７件、前年度は３９件でした。うち過

年度相談者が同じ４７件、前年度３９件です。それら５０件と４７件を足しました９７件

とも労働施策への誘導を行ったというふうに実績となっております。以上です。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 ５２の１道路橋梁補助金につきましては、繰越事業の分でございます。 

反保委員長 ほかございませんか。 

中原副委員長 すみません。今お答えいただいた繰越ということでありましたけれども、それでは、

一つの事業と受けとめたらいいのですか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 先ほどの５２、１道路橋梁費補助金の４３６万７，０００円につきましては、

海岸連絡線の設計業務の繰越分です。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 委員会資料１７ページの諸収入、雑入の中で、建築災害共済解約払戻金町営緑ヶ丘

住宅というのがあるのですけれども、この内容の説明をいただきたいと思います。お願い

します。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 この建物災害共済解約返戻金といいますのが、古い住宅の火災保険をかけていまして、

それを解体しましたので、それの戻りといいますか、清算金がここに入っております。 

反保委員長 中原副委員長。 
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中原副委員長 今、お答えいただいた２行下の市民農園利用料についてお尋ねをします。 

市民農園は淡輪と深日地区に１カ所ずつあるかなと思っているんですが、この歳入につ

いては、どちらか指しているのか、全ての合計になるのか、６，７５０円とありますけれ

ど、この内訳を教えていただきたいと思います。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 こちらに計上されております市民農園利用料６，７５０円につきましては、深

日地区で行っております市民農園の利用料であります。１区画１年間は３，０００円です

けども、２７年度の７月からの開始になっておりまして、９カ月分２，２５０円の３件分

として計上しているものでございます。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 淡輪のほうは、利用料ってかからないんですか。かからないようになったのですか。

一応お答えください。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 淡輪のほうは、土地の所有者の方と利用を希望されている方との間で使用料の

やりとりがされているということでございます。 

反保委員長 ほかございませんか。田島委員。 

田島委員 ちょっとありますので質問させてもらいます。 

中原委員とちょっとバッティングしたんですけども、市民農園の利用料の部分について、

もともとこれは耕作放棄地の問題から発展して、町のほうがそういう対策のために市民農

園というのをしたんですけども、この６，７５０円の収益の部分について、何と寂しい金

額だなと思ってるわけですわ。ほかにも言いたいことはたくさんあるんですけど、やっぱ

りやる限りには、もうけなくてもいいんですけども、市民がこぞってそういう遊休地を活

性化するためにもうちょっと努力してＰＲしてほしいんですが、ＰＲはどのようなＰＲを

されているのか、まずそれお願いしたいんですけども。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 今のＰＲの件のご質問の件にお答えします。 

今年度は７月あたりで回覧板を回しまして募集を行いましたが、残念ながら新規利用者

はない状況でありました。問い合わせは実際は３件でした。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 新規の方がこぞって申し込まないというのは、言葉悪いんですけども、魅力ない市民農
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園ですかな、やはり魅力があったら公募してせないかんのですけども、もともとこの市民

農園は遊休地対策もあるんですけども、裏の坊の山の不法耕作の受け皿として行政も思い

やりの精神でつくったと思うんです。そして、坊の山の耕作者の受け皿のためにせっかく

市民農園をつくったんやけども応募がないというのは、何かせっかくやったのに寂しいお

話で、恐らく仮設トイレも設けたと思うんですけども、トイレの金額も安い金額じゃない

と思うんです。どうですか。 

担当課としたら、坊の山対策も兼ねてますんやけども、遊休地対策も兼ねて、どういう

ようなＰＲというか、回覧板で流すだけじゃ耕作菜園希望者は乗ってこないと思うんです

よ。こういうことで特典あるとか、こういうことでこうなるからというアイデアを出して

いかんと、田んぼをお借りして、田んぼ１区画幾らといったところで、場所によりますわ

な。利便性のあるところと、ないところとありますので、岬公園の水族館のところは民家

近いと。そして、耕作もしやすいところですね、車が入るし。ここは駐車場があるとは聞

いてるんですけども、区画数の駐車場を確保できるだけの場所がないと思うんです。 

ということで、もっと知恵を絞って、駐車場はここを使ってくださいとか、歩くのは健

康のためによろしいですよとか、そういう具合にして耕作しやすい環境づくりに、農道歩

くのでも、散歩がてら農道歩いて市民農園へ行きませんかとか、そういう知恵を出してい

ただかんと、私も過日、一般質問したあれがなくなってくるし、そういうことで、吉田さ

ん、どうですか、こういう考えを持ってますというのがあれば、この場をかりて披瀝して

ほしいんですけども。ないですか。あれば言ってくださいよ。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 深日の市民農園につきましては、利便性の面で、委員おっしゃいますように、

少し課題があるものと当課のほうでも認識しております。その点について検討を重ねて、

何か手だてを打たないと利用者が増えないのかなと思っていますので、また検討を進めて

いきたいと考えているところでございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 メリット性もちょっとＰＲしてくださいな。もう来年度末には道の駅もオープンします

と。そのオープンした物販場で、あなたがつくった野菜、ネギ一本でも売れることが可能

かもわかりませんよと、そういうＰＲしてね。私、今５００坪の田んぼを耕作して道の駅

で売ろうかいなという考えを持ってるんですわ。ということで、私は、今日朝５時に行っ

て、８時に帰ってきてこの委員会に来てるんやけども、そのぐらいのね、あなたが余暇を
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利用してつくった収穫物は家庭で食べきれなかったら道の駅でも売ると、引き取ってもら

うというような考え方を持っていただいても、一度協議しましょうか、お話しましょうか

という方法をしたら、皆つくる喜びができるんです。そして小遣いが入ります。というこ

とで、道の駅も助かりますわな、新しい野菜を売るということで。ひとつそれ一度アイデ

ア、知恵を出してくださいよ。楽しみにしてますよ。次の回覧見ますわ。出してください。

道の駅で売ってもいいと思いますので。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 先ほどの市民農園の件ですけど、たしか市民農園法みたいなのがあって、市民農園で借

りた方というのは売買というのがひっかかると思うんですよ。その辺はよく考えた上でや

っていただきたいなと。ここは大事なことだと思いますので。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長  先ほど田島委員の質問の中で、担当も検討するということで、当初、おっしゃるとお

り坊の山の無断耕作者の受け皿として議会の皆さんの理解を得て、あそこで市民農園とい

う形で開設をしたんですけども、当時は駐車場を確保しなければいけないということで、

ちょうど入り口の右手の田んぼが、いわば休耕で長きに放置したままなので、実際それを

今、市民農園でお借りしている地主さんの土地でございます。それを何とか駐車場に、シ

ートを張って、その上に土を入れて駐車場に貸していただけないかということで、私、じ

かにお話を行ってきました。 

ところが、大阪の方に長年その土地をお貸ししていると。そこが返すと言わない限り、

こちらから返してくれということは非常に心苦しいということで、残念ながら今のところ

返事はできないということであって、担当のほうも駐車場の確保にいろいろと走り回った

んですけども、あの辺の地域で駐車場に提供していただけるような田んぼ、またはそうい

う空き地がないものですから、今おっしゃるように、せっかくそうやって受け皿をつくっ

たのですが、少し不便だということでなってきているということを再度つけ加えておきま

す。 

それから、松尾委員の今おっしゃっている、野菜をつくってそれを売るということは法

律には問題がないと解釈をしておりますので、菜園的につくって売ることについては、商

いを商売としてやる場合については、今、松尾委員のおっしゃるようなことになるかと思

いますけれども、家庭菜園をやって、その一部をお店へ出して売るということについては

確認をしているのですが、問題がないと理解をしていますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 ここは注意して、もう一度確認してもらいたなと思っています。私もやっているところ

がありますので、よくこの辺はわかっていますので、ちょっと間違えたことをすると問題

になるかなということで注意を申し上げたところですので、お願いしたいと思います。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 業として行政の土地を借りてそういうことをしてはだめなんです。業じゃなしに趣味の

範疇でつくって譲るというのは、それは許される範疇らしいですわ。そういうことを聞き

ました。業としてはだめですよ。 

反保委員長 よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 

これで一般会計歳入についての質疑を終わります。 

続いて、歳出に入ります。 

なお、参考資料として配付しております本委員会所管内訳表をあわせてごらんください。 

まず、総務費に入ります。決算書５７ページから５８ページの目９地方創生総合戦略事

業費のうち、観光交流課分として、１１需用費、１２役務費、１３委託料、１８備品購入

費、５９ページから６０ページの目５３地方創生総合戦略事業費のうち、観光交流課分と

して、８報償費、９旅費、１１需用費、１２役務費、１３受託料までをごらんください。 

質疑ございませんか。竹原委員。 

竹原委員 ５８ページの中ほど、節で言ったら備品購入費、観光交流課スポーツツーリズム費、こ

れを内容について確認させてください。お願いします。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 竹原委員の質問にお答えします。 

スポーツツーリズム備品購入費といたしましては１０７万１，４６８円でありまして、

さんぽるた深日港観光案内所におきました電動アシスト自転車８台と、それに伴う空気入

れ、ヘルメットなどの経費になっています。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 それでは、その下の庁用器具費というのはどのようなものでしたか。 

反保委員長 吉田課長。 
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吉田産業観光課長 こちらの庁用器具費につきましては、観光案内所さんぽるた内に配置しました

液晶テレビ、ブルーレイレコーダー、テーブル、チェアー、外に置いていますガーデンセ

ットなどの購入費となっております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 これは２７年度中に買っていただいて、運用は２８年ということなので、まだ実績はど

こにも載ってきてないと思うのですが、レンタサイクルについて、１個上でものぼり旗な

りでもつくっていただいておりますが、大体の稼働具合というんですかね、そういうのも

わかったら教えてほしいなと思いますが。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 レンタサイクルの利用実績についてお答えいたします。４月が７件、５月が１

７件、６月は３件、７月が８件、８月が３件となっております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 詳しくお聞きさせていただきました。中間報告ということだと思うんですが、実際、８

台ある中、もう少し稼働してほしいなと思いますので、これは要望ですけども、やはり買

った限りは有効利用というのですか、もとをとるぐらい頑張っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 これで総務費の質疑を終わります。 

続いて、衛生費に入ります。 

決算書９３ページの目１保健衛生総務費のうち、２８拠出金の水道事業会計操出金と９

４ページの目３環境衛生費のうち、１９負担金、補助及び交付金に係るものをごらんくだ

さい。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 

これで衛生費の質疑を終わります。 

続いて、農林水産業費に入ります。 

決算書１０２ページから１０６ページをごらんください。 

質疑ございませんか。竹原委員。 
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竹原委員 １０４ページ、歳入でも議論ありましたけども、節１４使用料及び賃借料ということで、

市民農園借地料等々が決算であがってきております。この２万円というのは、土地所有者

にお払いしている分かなと思いますが、先ほど聞いた使用料では賄い切れてないところで

はあります。 

当初ここを開設するときに、全部埋まってこれだけの収入があるのでプラスになります

よというような説明だったところと思うんですけども、また、坊の山のほうからもこれだ

け移ってきてもらうということを前提に、これはそういうものの対策ですから、公のお金

でするんですといった説明だったと記憶しております。 

しかしながら、実績を見ると３件ということで、公の税金で市民農園を開設してプラス

になっていたら何の問題もないんですけども、先ほども担当課のほうでは知恵を絞ってや

りますということもあるんですが、実際に費用がかかり過ぎると、まちの中でみずから事

業者となって貸農園をされている事業者もあると思うんですよね。そこと整合性が、片や

公のお金を使って土地まで借りて、トイレまで設置してというところが、まちの中の事業

者さんがやっているところと競合すると思いますので、次年度に向けて、このように実績

があがってこないのでしたら賃借料がかかってくるものなので、これは方向性を見出して

もらわないといけないと、このように思ってるんですが、これはまだまだ続けていく気で

あるのかどうかというのをお聞きしたいと、このように思います。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 やはり当初はそういう形でスタートして、できるだけ休耕農地の活用というこ

とでスタートさせていただいたのですが、実際に状況としては少ない状況になってござい

まして、先ほど担当のほうもお話していましたように、その辺のＰＲなり等々を再検討し

て、皆さんにご利用いただけるような方法等検討を今後させていただきたいなというとこ

ろでございます。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 たしか四十数区画あったと思うんですよ。現在入られているのが３区画なので、私とし

ては１０区画とか目標を立てていただいて、それ以上入らなかったら、ここはもうだめだ

という判断をしてもらう、そういう基準が必要ではないかと思うんですが、これはもう答

弁は結構ですので、そういう意見もあるということで、余りに町の税金を使って休耕地対

策というのは少し難しいところもあるんじゃないかなという意見を申し上げておきます。

答弁は結構です。 
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反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 先ほどの竹原委員の補足になるかもしれないですけど、目標を持つということと、あと、

余りこのまま収益が上がらないということであれば、やっぱり廃止も検討していく必要が

あるのかなと思うんです。 

というのは、賃借料ということで２万円上がっていますけども、ランニングコストでい

うとこれだけじゃないと思うんですね。整備費だったりとか、くみ取りの費用とかいうの

をかさむと結構な額になると思うんです。それを住民の皆さんに理解してもらおうと思え

ば、なかなか増えてないじゃないかということになれば難しいと思うんですよね。 

あと、先ほど言われたように、やられている方もいらっしゃるということなので、別に

同じ事業をやられているという方もいらっしゃるので、そういった面でいうと、ほんとに

目標と期限を区切ってというか、設定してやっていただく必要があるのかなと、私はそう

思いますので、これは要望です。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 この件については、先ほどのところで田島委員からご指摘があったとおりで、ご理解を

賜りたいのは、今後の方針は別として、当時あれだけの無断耕作者があって、町としては

災害対策本部が非常に今後、急な状況に陥ったときのためにあそこに防災基地をもってい

きたいということから、無断耕作者といったら大変失礼な言い方になるかわかりませんけ

ど、そこで耕作者の方々と何度となく交渉した結果、それにかわる耕作地を自分たちは健

康とか趣味でやっているのだから、ひとつ提供してほしということの中で、今回の休耕地

を活用した農園という形で位置づけしてやっている関係上、残念ながら今まで無断耕作を

しておられた方が自主的に協力をしていただいたということを考えると、やはりそこは今

後いろんな工夫をして、私はそういう菜園を楽しむそういった健康を保持していくための

菜園として残していくのは可能ではないかなと、このように思っております。 

ただ、そこを利用するに当たって、もう少しいろいろと工夫、ＰＲをしながらやってい

くということで理解をしていただきたいなと。やみくもにあそこにそういった菜園をつく

ったわけでもないので、過去の状況というのもひとつ理解をしていただきたいなと思って

おります。もちろん、このままで放置しておくということは、絶対、行政としては何らか

の方法で活用していきたいと思っていますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

反保委員長 松尾委員。 

松尾委員 町長の発言で、よく考え方が理解できました。 
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ひとつこれは税金ということなので、やはり知恵を絞るということ、お金を使うという

ことではなくて、まずは知恵を絞っていただいて、今もう結構、整備費用だったりとかラ

ンニングコストかかってるのであれば、やはり知恵で工夫できるようなところからまずは

考えていただきたいというのは思ってまして、余り採算がとれないのであれば費用をかけ

てまた何かサービスに要するような設備を整えたりとかってするのは、少し違うかなと私

は思ってますので、その辺は考えていただきたいなと思います。 

反保委員長 ほかにございませんか。和田委員。 

和田委員 １０６ページの下から３行目の負担金、補助金のところで、岬町みどりの少年団補助金

ってついているけど、これはどういう組織になっているのかな。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 岬町みどりの少年団は、小学校の児童を団員として学校林を手入れするなどし

て自然や緑の大切さを伝える活動をしている団体でございまして、そこに対する活動の補

助金となっています。 

ただいま団員は２０名で、指導員として保護者１９名と聞いております。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 

続いて、商工費に入ります。 

決算書１０６ページから１１０ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 決算書の１０７ページ、商工総務費の節１３委託料、地域就労支援コーディネータ

ー等業務委託料について、委託先と業務内容、それから成果についてお示しください。 

それから、１０８ページの節１３委託料、アオサ取りの委託と草刈りの委託についても

委託先をお教えいただきたいのと、それから、アオサ取りと草刈り等については、どの場

所で業務をしていただいているのかお聞きしておきたいと思います。 

それから、岬町観光協会への補助金がどこに載っているのか、よう見つけなかったので

すよ。この款の中にあるのでしょうか、教えてください。お願いします。 

反保委員長 ４点お願いします。 

吉田課長。 
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吉田産業観光課長 商工費総務費のまず委託料ですが、３４４万９，０００円は、先ほど歳入のほ

うでもご説明いたしましたとおり、地域就労支援とコーディネーター等の業務委託料でご

ざいまして、岬町人権協会に業務委託をしているものでございます。コーディネーター業

務３名として相談業務に当たっていただいているほか、パソコン講座、中級講座、上級講

座、ホームヘルパー２級講座、それぞれパソコンの中級は対象者を１０人、上級は１５人、

ホームヘルパーは１５人程度を対象にして実施しております。 

就労相談実績は、先ほど申し上げたとおりでございます。 

続きまして、観光費の委託料で、アオサ取りの委託料３０万円でございますが、これは

淡輪漁業組合にお願いしているものでございまして、海水浴客のけがの発生を未然に防止

するため、アオサの中にはオコゼが生息して、それによってオコゼに刺されてけがをする

ということでございまして、従前からお願いしているものでございます。 

それと草刈り委託料３９万円につきましては、道の駅みさき関連事業で、カイカ池広場

整備に伴う境界画定のための草刈りや、カイカ池に生息していた植物を搬出する委託料。

草刈りが２７万円で搬出が１２万円、合計３９万円となっているものでございます。 

そして、観光協会への補助金の歳出はございません。２８年度には予算化されておりま

すが、事業補助金としては２８年度からということになります。 

反保委員長 よろしいですか。中原副委員長。 

中原副委員長 観光協会の補助金なんですけど、だから私は見つけられなかった。２８年度の観光

協会の総会の資料の中には、２７年度の決算として町補助金って書いてあって５０万円っ

て書いてあるんですね、予算額が。決算額５３万４，０６０円って書いてあるんですけど、

これ見て私、２７年度も地方から補助金出してたんだって思ってたんですけど、ちょっと

違うのかな。どうしてかしら。どうしてかわかったら教えてください。 

それから、もう一つ聞きたいんですけど、決算書の１０８ページの海釣り公園道の駅管

理委託料にかかわってお尋ねをしたいんです。ここに書かれている金額がどうこうという

ことではないんですが、せんだって、タウンミーティングを全町で行っておられて、小島

地区のタウンミーティングに参加させていただいたときに、この海釣り公園のとっとパー

クの事業に携わっておられる方から、地元への恩恵だとか還元がないというような、ちょ

っと関係者から不満と思われるような声が上がっているんだという訴えがあったんですね。 

それで、私は実際のことは余り詳しくわかりませんのでお聞きするんですけど、当初こ

の海釣り公園をつくるとき、地元の要望もあってつくったというように受けとめていたん
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ですけれど、その地元の要望としては、それこそ地元への恩恵ということで要望されてい

たのかなと思ったんですね。そのときは、どんなことを地元としてはどんな結果が得られ

ることを期待してこれをつくってくれということになったのか。期待していた恩恵、また

還元という言葉にもなるのかなと思うんですけど、当時どういうことを思ってこれをつく

ってほしいと地元が望んでおられたのか。 

また、それが得られていないじゃないかという声があったので、実態としてそうなのか、

ちょっとそのあたり、実際上のことを私わかりませんのでお聞きしたいなと思います。お

願いします。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 これ、タウンミーティング等でもお声が出ておりますけども、実際、当初は小島対策と

いうことで、長年、議会の皆様、地域の方々との部会があって、長い歴史の中で建設され

た海釣り公園であるかなと、このように理解をしています。それは、やはり地元は雇用の

問題とか、地域のいろんな出来事、そういったことに対して還元ができるというような状

況の中で海釣り公園をつくってほしいという要望があったかのように私は記憶しておりま

す。 

その中で、現実に今、道の駅というのは大阪府から業務委託を受けてやっておられるわ

けなんですけども、その中に海釣り公園というものが併設をされております。ですから、

現在は私どもも運営協議会等でいろいろ指定管理者等と議論をしているんですけども、な

かなか管理運営がうまくいかないというのは、やはりお客さんはあるものの、資金の調達、

資金繰りがなかなかうまくいかないということで、いろいろ利用料金の問題とか基金の積

み立ての問題とかいろいろ提示をされております。そんな中で、どうしても地域に還元で

きないということがあって、何とか地域に還元できるような方策はないのかということで、

我々に指摘をされているわけですけれども、地域の還元策というのは、やはり漁業組合と

地元自治体という２つの振り分けをしていて今考えているんですけれども、組合とすれば

自分たちの漁場がそれだけ減ってきた。それについて収益が少なくなってきた。そんな中

で、放流をやり、釣り客がいろいろ釣れるように工夫している。海の掃除もしているやな

いかというようなご不満等もあって、何とかそれを組合のほうに還元できないのかなとい

うことも今、模索をしているところでございます。 

そして、地元とすれば、いろんな多くの客が来て、釣りのさおとかいろんなもの、餌の

残しとかそんなものも放って帰られる、そういった清掃費なんかも地元では大変だという
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ことも聞いておりますし、トイレ等もお客さんが来て使って、そのまま帰られる。そんな

トイレの清掃とかそういうことも非常に地元としては問題視されているかなと、このよう

に思っております。そんな中で、今後は、海釣り公園の委託そのものの見直しも将来的に

考えていって、もっと地元に還元できるような方策はないのかということも検討をこれか

ら進めていく最中であります。 

ですから、まとめて言いますと、地元は海釣り公園があそこへできたことによって、い

わば対策の一環ですけども、それでその還元を受けるだろうというような期待感もあった

なと私は思っております。だから、そのためにはできるだけ指定管理者と相談しながら、

少しでも地元に還元できるような方策を今、検討を今後も重ねていきたいなと、このよう

に思っております。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 観光協会への補助金については、ただいまご確認いただいているということで、ま

たわかり次第、教えていただきたいと思います。 

それで、今、町長のほうからお話がありました内容で、いろんなことを期待されたかも

わかりませんが、地元雇用はそのうちの１つであったんだろうと。私もそれはそうかなっ

て想像はしていたんですね。それで、そのことも含めて不満があるとするならば、地元の

方が余り雇用されていないという実態なんでしょうか。実際の雇用状態については私も知

りませんので、地元の方の雇用がどれぐらいとか、そういうことはお聞きになっています

か、把握されていますか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 今、手元に細かな資料がないので、まことに申しわけないんですけれども、雇

用されている方の半数近くは地元の方というのはお聞きはしているところですけれども。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 今、資料がないのでということをおっしゃって、半数ぐらいは地元の方が雇用され

ているという。そうしましたら、調べていただければ数字でお聞きすることはできるとい

うことですかね、雇用の実態について。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 調べさせていただきます。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 わかり次第、教えていただければと思います。 
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それで、町長が先ほどお答えいただいた中で、いろんなことをおっしゃっておられて、

委託そのものの見直しも含めて検討が必要になってくるかもしれないということまで言及

をされていたわけですけれど、また今後、何らかの変更だとか、あとは委託をしている事

業者との関係、特に委託料だとか補助金だとかそういうことについては、どうしても指定

管理者制度をとっておりますので、先ほどのＰＦＩと似ていると私が思ってるのはその点

なんですけど、何もかも明らかにできない部分があるかもわかりませんが、やはり住民の

皆さんにつまびらかにできる透明性の高いものを考えていっていただきたいなと、この場

では要望しておきたいと思います。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 ページ数でいうと１１０ページの商工振興費の一番下のところの１９負担金、補助金及

び交付金のところで、深日港活性化イベント実行委員会補助金で、このイベントといいま

すと、これは漁港で行われたイベントであるのかなと、その辺のどのイベントであるのか

というのと、多くの不用額が出ているので、この理由というのがわかりましたらご答弁願

います。 

反保委員長 寺田課長。 

寺田地方創生企画政策担当課長 補助金の件ですが、こちらにつきましては、実行委員会が実施し

ている事業に対して補助しているもので、６０周年の記念事業で実施しました、第４回の

深日港フェスティバルに対する補助金、あと、深日港写真展、夏休み子どもクルーズツア

ー、マリンスポーツわいわいフェス、深日港・洲本港航路旅客船試験運行事業に充てた補

助金となります。 

次に不用額としましては、５２万３３４円という不用額が出ておりますが、こちらにつ

きましては、日本財団さんの助成金も活用しまして一体的に事業を実施したということで

不用額が出ております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 今の説明で理解させていただきました。深日港フェスティバルということなので、毎年

の日本丸のツアーのときの話かなと、このように理解させていただきました。 

そしたら、少し戻るんですけども、１０７ページの下から２段目のところに商工会運営

補助金というのがございます。ここで２５２万円と毎年この運営補助金の額ってこんな感

じかなというように思うんですが、商工会の運営というのが今どのようになっているのか

って思うんですけども、これから先、２６号線パイバスが開通すると、やはり商工業者に
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頑張っていただかないと岬町の発展が望めないかなと思いつつ、やはり商工会の持ってい

るノウハウなりをどんどんと出していただいて、イベントもいっぱい開催していただきた

いなと、このように思う中で、今後この商工会を応援する体制というのはどのように町が

考えられておられるのか。商工業者が減ってきたからだんだんと減らしていくんだという

方向なのか、まだまだ期待しているからどんどんと増やしていきたいという考えなのか、

どう考えられておられるのか、お聞きしたいと思います。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 町としましても、今、道の駅みさきを建設して、今後その産業商工について、

一般質問の答弁でもさせていただいたように、積極的な取り組みを進めていきたいと考え

てございます。 

ただ、予算も限りある中でのことですので、その辺はご理解賜りたいと思ってございま

す。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 予算は限られているところでもありますし、こちら議員側としては編成権はございませ

んが、やはりまちを活発にするところには商工業者さんの今までの頑張りも実績もござい

ますし、そういうところを利用するのが一番いいのかなと、このように思います。 

先ほども深日港で行われているイベントのこともありましたが、深日漁港フェスタのほ

うもにぎわいを増してきておりますので、また商工会のほうからいろいろ申し出もあると

思いますが、それを加味した次年度予算にしていただきたいなと、このように思います。

よろしくお願いします。要望です。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 商工会の質問が出ましたので、担当部長はそれなりに答えておりますけども、私は、か

ねがねから商工会の会長さんともいろいろお話、また、青年部の部長さんとの会ももたせ

てもらっています。やはり今おっしゃっていることは、地域産業、自治体の産業政策だろ

うと思います。これは各団体、もちろん商工会が前へ出ていろんな事業を推進していく。

それについては行政も一体となって協力をすることはやぶさかでないと、私そう思ってい

ます。 

そんな中で、やっぱり一番大事なことは、今日は商工会の会員さんだと思いますけども、

委員さんの中にもおられますけども、自治体と各団体が１つのまちのコーディネーターを

やっていくという会議をもつということは一番大事かと思います。 



 

61 

ですから、今後、議員さんであるし商工会会員さんでもありますので、できましたら商

工会のほうも、もっと積極的に自治体と一緒になって取り組んで、今後のまちづくりをど

うしていくんだと、まちの考えはどうやねんという議論する場をもっともちたいといつも

お願いをするんですけども、なかなか最近は企業の低迷ということがあって、非常に前向

きな意見が少し出にくいかなと思っています。 

私は、地方創生のこの事業を思い切って使っていかないと、そのために種村副町長も国

から派遣いただいているわけですから、しっかりとその辺は、今後ちょうどいい提案して

いただいたので、地域産業政策、こういったものをしっかりと取り組んでいくということ

を申し上げておきたいと、このように思います。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 町長から力強いお言葉をいただきました。私も誘ってするところもございますので、今

後、もっと盛り上げていかないといけないなと、帯締め直して頑張りたいと思います。 

反保委員長 これで商工費の質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

暫時休憩。再開は４時。 

（午後 ３時４４分 休憩） 

（午後 ４時００分 再開） 

反保委員長 休憩を解いて再開をいたします。 

吉田課長。 

吉田産業観光課長 先ほどの休憩前の中原副委員長の質問で、お答えできてなかった部分について

お答えさせていただきます。 

まず、観光協会の補助金なんですが、会計年度の違いによりまして、町のほうでは２６

年度の支出をしたもので、その後、岬町観光協会のほうでは２７年度４月のあたりの入金

になっていますので、２７年度の会計で処理したものでございます。 

それと、とっとパークの従業員の数なんですが、役員を除き合計で２０名になります。

そして、町内の雇用者が１９名で、うち、小島地区の雇用者としては１０名となります。

そして、町外が１名を加えて合計２０名ということでございます。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ありがとうございます。 

観光協会の補助金のことですが、岬町からの支出としては、平成２６年度に１００万円
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の補助金を出したということでよろしいんですか。２６年度の予算書を今見せてもらって

るんですけども、観光協会補助金１００万円、これは予算の段階です。それでちょっと決

算のところを今見てるんだけど、探し切れていないので、決算状況も含めて２６年度中の

ことになるわけですね。説明いただけますか。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 ２６年度当初は１００万円で運営補助金としていただいておりまして、補正予

算で５３万４，０６０円の補正予算がついております。これは観光協会が行う事業がそこ

で増えたことによる補正でございます。 

そして、それが申請時期が年度末あたりでございました。交付請求が出納閉鎖期間中で

ございましたので、会計年度が町としては２６年で支出しておりまして、岬町観光協会の

受け入れとしては２７年度ということでございます。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 わかりました。 

先ほどお答えをいただいてた、とっとパーク小島の雇用者数のことですけれど、役員以

外というお答えでしたが、役員は何名か、参考までにお聞きをしておきたいと思います。 

それから、観光協会の補助金にかかわって、今お答えいただいたことで、過去の予算書、

決算書上でも確認をすることができました。ありがとうございます。 

それで、観光協会の運営については、事務局が岬町の産業観光課でしたか、課の名前が

変わるので覚えられなくて、すみません、事務局という役割も担っておりますからこの場

で申し上げておきたいと思うんですが、総会の議案書を確認させていただいたところ、も

う少し詳細な内訳等をきちんと示して予算書等を作成するべきではないかなと感じるとこ

ろがあります。もちろん観光協会というのは独立した団体でありますから、余り運営等に

ついて口を差し挟むべきではなかろうとは思うんですが、岬町、また、大阪府からも補助

金が入っている関係上、やはり厳正に運営をしていただきたいと思いますので、ぜひその

予算案等の資料の作成なんかについては、事務局として岬町の担当職員もかかわっておら

れることでしょうから、今後、努力をしていただきたいなと意見を申し上げておきたいと

思います。 

反保委員長 よろしいですか。 

吉田課長。 

吉田産業観光課長 とっとパークの役員なんですが、４名になっているというふうに認識しており
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ます。ちょっと、今日はとっとパークが定休日でございまして、その辺はまた詳しく確認

させていただきたいと思っています。 

観光協会のほうは、ご指摘のとおり詳細な記載をするように努めていきたいと考えてお

ります。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 今、とっとパーク小島の役員については４名ということで、また後ほど念のため確

認をしていただいて、もし数が違うということであればで結構ですので、またご報告、個

人的にいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 先ほど観光協会の予算等について、中原委員のほうからご指摘がございました

ところでございますが、その観光協会の総会におきましても、総会での委員の方から、も

う少し詳細に記載するようにということで、お話がございまして、そうすべく観光協会も

日夜頑張っているところでございます。 

反保委員長 よろしいですか。 

中原副委員長 ありがとうございます。 

反保委員長 続いて、土木費に入ります。 

決算書１１０ページから１２０ページをごらんください。 

ただし、１１６ページから１１７ページの目１都市計画総務費のうち、住民生活課分、

８報償費、９旅費、１１需用費、１２役務費、１３委託料、１８備品購入費、１９負担金、

補助及び交付金、２７公課費は、他の委員会の所管ですので、除きます。 

質疑ございますか。 

小川委員。 

小川委員 決算書の１１９ページのＰＦＩ事業の３億２，６３６万９，０００円、この件について

お尋ねしたいんですけども、別紙資料の限度額が３億２，５２０万円ってなっていますけ

ども、百数十万円多いので、この件について、ちょっと説明お願いいたします。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 ここに載っています緑ヶ丘住宅ＰＦＩ事業委託料の３億２，６３６万９，０００円の

内訳をお伝えさせていただきます。 

内訳としましては、ＰＦＩ事業の建替えで３億２，５２０万円、それとは別に、緑ヶ丘

住宅ＰＦＩ事業モニタリング支援業務としまして、１１６万９，０００円を足した金額に
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なっています。わかりにくい表示になっていまして申しわけございません。 

そのモニタリングの支援の内容としましては、住宅建設工事におけるモニタリング実施

の支援ということで、管理とか、他の業務のお願いをしているところでございます。 

反保委員長 小川委員。 

小川委員 いや、この決算書を見せていただいて、説明を聞けばよくわかるんですけども、支払限

度額が３億２，５２０万円、このように別紙資料に掲載していただいているんやから、今

後まあ決算書については、モニタリング費用、先ほどちょっと個人的に聞いた旅費云々も

入っていると、詳細に分けていただければこのような質問しなくていいので、今後よろし

くお願いしときます。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 小川委員、ご指摘のとおり、整理して、次回から分けて表示させていただくよ

うにさせていただきます。 

小川委員 よろしくお願いします。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

竹原委員 

竹原委員 １１３ページ、一番下ですね、工事請負費の町道舗装修繕工事、１億の話かな。これを

どうこうというんじゃないんですけども、町道を舗装する、新しく何カ所もやっていただ

いておりますが、この舗装してほしい道路のその順位づけというのは、どういうような順

番で、優先順位をつけているのかなって、そういう計画に基づいているとは聞いているん

ですけども、実際、リストがあるのかないのかというのもお聞きしたいなと思いますが、

どうですか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 委員のご質問についてお答えします。 

平成２５年度に岬町の４メートル以上の道路全域につきまして、路面調査をしまして、

その路面調査の結果をもとにして優先順位を決めております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 ２５年度からですので、そしたらこの計画を見直す時期っていうのは、何年かに一度と

いうように決めておられますでしょうか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 基本的に、路面の補修事業につきましては、５カ年を１回としておりますの
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で、それで随時更新していくという考えで持っています。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 そしたら、先ほどのこの計画では、４メートル以上というようにお聞きしましたが、４

メートル未満の道路はどうなっておりますか。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 ４メートル未満の道路につきましては、今回、路面性状調査としまして、４

メートル以上を行いましたが、現在、４メートル未満のところも、路面が非常に悪いので

舗装修繕という要望がありますので、今後、大阪府と協議し、４メートル未満につきまし

ても、検討の余地に入れるように話を進めたいと思っています。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 こういう仕事、議会議員ていう仕事をしているからかどうかわかりませんけども、住民

さんのほうからここの道を歩いたらけがするぐらいひどいんだという話をよく聞いて、ま

あ、その都度、課長のところへ相談に行くんですが、これは計画じゃないんだという、ま

だ行けるみたいな話をお聞きするんですけどね。そういうところで、その優先順位ってい

うのがはっきりとわかっているものがあれば、自分らとしては、これはいついつの順番だ

からと、ちゃんと住民の方にお伝えできるんですけども、それが言ったもん勝ちやという

ようにならないように、作業のほうをお願いしたいんですけども、そういうようなことで、

要望したいと思いますが。 

反保委員長 要望で。よろしいですか。 

ほか、ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 決算書の１１９ページ、節３委託料の緑ヶ丘住宅浴場運営委託料にかかわってお尋

ねをいたします。 

この浴場については、２期工事が全て完了して、移転ということになったら、この浴場

も不要になっていくということなのかなと思うんですが、そのように浴場の行く行くの扱

い方について、お尋ねをしておきたいということと、それから、委託先とここは入浴料に

ついては、どのように扱っておられたかなと思って、町に歳入されるものなのか、その分

も含めて委託料として計上しているのか、お尋ねをしたいと思います。お願いします。 

反保委員長 奥課長。 

奥建築課長 まず１点目の緑ヶ丘の共同浴場の今後につきましては、２期工事完成後、閉鎖を考え
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ております。 

次に、入浴料の委託をしているかということになると思うのですが、入浴料も含めた形

で差し引いて、あと残りを委託しているという形になります。 

すみません。必要な運営経費から、入浴料を引かせていただきまして、その差額をお渡

ししております。 

委託先につきましては、有限会社岬環美興産さんになります。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 今、運営の委託料について、必要な運営経費から入浴料を差し引いてという表現が

されていましたが、それはどう、そしたら入浴料については、どのように確認をされてい

るのか。ちょっと実際の運営がよくわからないんですけど、町に、町のほうも入浴料が幾

らでっていうことが、何て言うか、何らかの形でわかるようになっているんですか。町に

歳入されるものなんですか。 

でも、歳入としては出てきてないから、差し引きというように課長からお言葉ありまし

たけど、どのように運用されているのか。 

これね、多分ちょっとずつ委託料そのものが減っているように思うんです。利用者その

ものが減っていますから、ちょっと経年的に確認もさせていただけたらと思うので、後ほ

ど資料で内訳をお示しいただいても構いませんか。 

必要経費が年間幾ら、引く、入浴料が幾ら、イコール、この決算書に載ってくる金額と

いう形で。 

反保委員長 家永理事。 

家永都市整備部理事 この委託料でございますけれども、基本的に奥課長が今説明しましたように、

必要経費ということで、その浴場の運営にかかわる人の人件費、また、ボイラー運転に携

わっている人、これもまた人件費になります。あと、光熱水費ですね、お風呂をたきます

ので燃料代、そういった費用を積み上げまして、そこから、例えば平成２８年度ですと、

かなり入浴者の方も減っておりますが、それらの方が入浴されるのにお支払いいただく入

浴料、この部分を差し引いた形で計上しているというのが、この委託料です。 

その入浴料についてですが、定期券方式ということになってまして、例えば一月に幾ら

という形で収入を得るような形になってます。その定期券を買われた人数等を月ごとに集

計いただきまして、それで確認して、その上で差し引きしていくという形になっておりま

す。 
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反保委員長 よろしいですか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 今、わかりやすい形でご説明はいただいたんですが、資料として、そこは提出して

いただくことできますか。 

家永都市整備部理事 はい、提出させていただきます。過年度の分と合わせてですか。 

中原副委員長 はい。お願いします。 

家永都市整備部理事 また、資料をお持ちします。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 

これで、土木費の質疑を終わります。 

続いて、災害復旧費に入ります。 

決算書１４０ページから１４１ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 

これで、災害復旧費の質疑を終わります。 

続いて、諸支出金に入ります。 

決算書１４２ページの目４海釣り公園管理基金費をごらんください。 

竹原委員。 

竹原委員 それでは、積立金ということで、現在幾ら積み立てておられるのか、金額のみご提示く

ださい。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 お答えします。 

決算書の２８８ページに載ってまして、決算末現在高が２，７３８万７，０００円とな

っております。 

反保委員長 質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 海釣り公園管理基金の積立金にかかわってお尋ねをいたします。 

この施設は、海上にあるという特殊な条件もありまして、そういったこともあって、こ
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うして特別に基金も設け、また、運営している事業者からも一定の納付金を毎年納めてい

ただいているというところですね。 

それで、今後の改修についての考え方をちょっと確認させていただきたいんです。 

括弧に、大規模改修について、一つは塗装経費が大きいのかなと思うんですが、釣りデ

ッキの上部、展望デッキの部分なんかの塗装には、おおむね１５年ごとに１回次使用する。

そして、それに係る経費としては、１回につき、およそ２，０００万円かかりますと。 

それから、亜鉛メッキを施す展望デッキへ向かう通路については、３０年ごとに塗装を

実施する。１回につき、およそ８，０００万円。 

それから、海面部については、特殊なさび防止対策を施しているというところで、これ

については５０年ごとに実施をする。１回当たりおよそ８，０００万円。 

それから、交流センターのほうについては、大規模改修を１５年ごとに予定していると

いうことで、交流センターについては、１回の経費を１，５００万円といったような考え

方が過去に示されているんですが、この考え方で今後も大規模な改修については進めてい

くというお考えでよろしいですか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 当初、今、中原議員がおっしゃるように、そういう形でご説明させていただい

ておりましたが、近年、指定管理者の方からも、その営業をとめて大規模にやられると、

客が戻ってこないことも考えられるというお話もお伺いしましたし、やっぱり、何て言う

んですか、１０年たってどんとやるのではなくって、もっと区切ったやり方、要するに営

業もしながらということもご提案いただきましたので、その辺もう少し検討させていただ

いて、できるだけ延命化を図って、営業もしていける状況での修繕等を検討してまいりた

いと考えているところでございます。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 今、都市整備部長のほうから、これまでの町としての考え方と違う考え方を指定管

理者が、違う考え方というべきかどうかわかりませんが、提案している部分もあるという

ことで、今後その協議もしながら、どうしていくかということはお決めになるということ

になるのかなと思うんですけれど、これまで基金については、計画があって、それに必要

な積み立てを行うということで、毎年の積立金についても決めているということもありま

すから、もしその大規模改修についての考え方を大きく変えるということがあるならば、

また議会にご報告をいただきたいと思いますし、確かに指定管理者のほうからは、その小
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まめな改修が大事で、小まめな改修をやっておけば大規模改修は必要ないというようなお

話も出ているようなんですね。ですので、そのことについては、やはり専門的な知見を得

ることが必要でしょうから、今後の改修についての考え方を見直される場合は、よく研究

も進められて、その中身についてもよくご報告いただきたいなと思っておりますので、ま

たそういう機会が来たらお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

反保委員長 小川委員。 

小川委員 この海釣り公園の７００万６，０００円が積立金、２，４６６円が不用額、こんな不用

額なんで出るのかな。 

それと、今、中原委員が言ったけども、事業者のほうはもう大規模改修はしなくていい

っていうような意見は出ているんですか。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 大規模修繕をしなくていいというのではなくて、営業のことをかなりご心配な

されておられて、基本的にその大規模修繕というとかなり長い期間というんですか。 

小川委員 よろしいか。 

反保委員長 小川委員。 

小川委員 今、中原委員が、指定管理者のほうから小まめに修繕をしていたら、大規模修繕をしな

くていいっていう意見を聞いているっていうことを発言したじゃないですか。だから、そ

のことを私は、指定管理者はしなくていいって言ってるのですか。だから、いいと言って

るか言ってないかだけで結構です。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 少し補足的に説明をしますと、先ほども海釣り公園の件で、指定管理者の件でお話しさ

せてもらったんですけども、今、中原委員さんおっしゃっているのは、恐らくタウンミー

ティングでいろいろ内容を聞かれて、指定管理者のおっしゃっていることをつぶさに見聞

されたのかなと思ってますねんけども、実は、大規模改修ということで、当時の計画では

１０年か１５年スパンでやっていかないといけないということで基金を積み立てた経緯が

あるんですが、実は、水面から下になりますと、全く腐食をしないという技術的な話を聞

いております。ちょうど水面から上、そのぎりぎりのところがどうしてもさびてくる可能

性が高いということで、それがさびて、もし、中の樹脂がめくれるようなことがあったら

大変なことやから、年次的にそういったとこはチェックしながらやっていくべきじゃない

かという、いろんな協議の中でご意見を賜ったんですけども、私は、先ほど担当部長も言
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いましたけども、大規模改修を行うその前提として、やはり、今後その考え方を少し改め

て、もう少し長寿命のできる方法をもう少し考えるのが一つと、もう１点は、毎年決めて

きっちり順序に定期検査、まずは定期改修をやっていくほうがいいんじゃないかなという

のは行政のほうの立場なんですけども、その中で、もし大規模改修をやるとしたら、そこ

はまあ何日かとめないといけないと。とめたときにお客さんが、一旦一応とめるわけです

から、とめてしまうと客離れしてしまうという指定管理者、ご心配があるんですよね。で

すから、そういうことも含めて、協定が２年後に切れますので、その間に十分検討しよう

ということで、この前、運営協議会では一応お互いの理解を深めたわけなんですけども、

全体的に、今のその指定管理者に対する契約の考え方、そして、大改修、大規模な改修に

ついては、一つはもう一度見直すべきじゃないかなというのは、当町としては考えており

ますので、その辺理解、ただ、小川委員さんが言う、しなくていいとは一切言ってません。

大規模改修も必要だけども、それを何らかの方法でやっていけないかということをおっし

ゃってます。 

小川委員 いえ、私の聞きたかったのはその最後の一言だけです。 

最初の質問、まだ答えてくれてない。 

反保委員長 吉田課長。 

吉田産業観光課長 この不用額２，４６６円は、基金積立金の利子の部分の不用額でございます。 

小川委員 はい。よく理解できました。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

田島委員。 

田島委員 釣り公園はちょっと物申さんとあれやけど、まあその大規模改修とか恐ろしい話が出て

るんですけど、ぶっちゃけて、この施設は町の施設ですわ、ぶっちゃけてね。まあ、大規

模改修と言ったら、もうその指定管理者で手に負えんような事業費ですので、町の施設と

言ってどうするかということが怖い話で、もともとこの釣り公園の施設というのは、大阪

府が関空土取りの場所として、コンベアの積み出し桟橋として設置したんですね。人が使

うとか、安全面のためじゃなくして、もう土砂を運んだらそれでいいわというような計算

でやってるわけですわ。 

そして、ちょうどもうその前に小島地区は地域振興のために何かつくってくださいとい

うね、その歴史的な要望があったわけですわ。そしたら、釣り公園つくって、地域振興の

ためにということは、まあ町も議会もそういう考え持っていたわけですわ。 
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ちょうど工事が終わってふってわいて、あ、この桟橋使われへんかなという前に、大阪

府の公社が、この桟橋、利用するんだったらあげますよということですね。うん。確か、

ただでもらったと思うんやで。あの、のしつけてもらってないでしょ。ああいう、あんな

ん解体しよう思ったら何億って要りますよ。ただやから安いというですよ。あのもらった

いきさつったら大変ですよ。あれ、もし大改修じゃない、大撤去するときは、これ町の金

であんなの海底から全部きれいにせんと、やっぱり漁業権というの主張してきますからね。

きれいにする思ったら、基礎から全部爆破してつぶそう思ったら、かなりのお金が要るん

ですわ。 

そんなのもらったのは、まあ結局、軽い考えでもらってしもたけども、もう本来なら、

新しく釣り公園として建設しといたほうがよかったんですけども、これはもう死んだ子の

年勘定しても仕方ないから、今度どうするかということは、当時、恐らく大きなメンテナ

ンス、１０年に１回する場合は、１億要るという計算のもとでいろいろ言ってたわけです

わ。ほたら、１０年で１億でしたら、毎年１，０００万円積み立てなだめですねん。その

メンテのための。それが一番心配しているのは、この金額で本当に１０年後にメンテでき

るのかなと。ちまちまとそんなこと修理してたって、最終的な大規模撤去せんなん事態に

なるんですわ。町の施設ですから。 

指定管理者は、運営するだけのことで、それ以上、あれせえ、これせえいう、言うわけ

にいかないのですわ。結局、指定管理者は営業だけで。 

町の施設して、どうしますんやということを、大変な大きな負債を抱えるようになるん

です。 

ということで、やっぱり基金というのはもうできる限り積んでほしいなと。でなかった

ら、あの桟橋、危険施設で指定されたら、営業もできないし、撤去せんと、これ海の占有

権はもらってるんでしょう。ただでそんなん貸してくれんでしょう。大阪府か国に対して。

あれ、ただであの海つかってるん。まず、それ答えてください。 

反保委員長 木下部長。 

木下都市整備部長 占用料はお支払いしてないです。 

田島委員 してない。 

木下都市整備部長 はい。 

田島委員 ただで。それは法的にかまへんの。町の施設がそこへ建てたら。 

反保委員長 田代町長。 
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田代町長 補足説明します。 

これはおっしゃるとおり大阪府のほうから寄贈していただいておりますので、町の物件

として維持管理をやっていかないといけない。そんな中で基金は全くゼロというのは絶対

だめだと思います。基金は基金で積みながら、今後、検討というのは議会にもご相談しま

すけども、やっぱり延命処置をしていかないといけないと、毎年、計画を立てて、それで

もう１０年たっていますので、本来はもう１０年たっているから大規模改修しないといけ

ないのですよ。しかし、それだけのお金も今のところないからですね。ですから、毎年、

まあいわば計画を立てて、大規模改修をできるだけしなくて、まあいわば、ある一定のも

のはしなきゃいかんと思いますけども、できるだけ延命処置をしながら、維持管理をお願

いする。また、施設を長く保てるように努力していきたい、いうように、この協定期間が

切れる２年後に、しっかりとそれまで内部で、専門の方の意見も聞いて、検討してまいり

たいということです。はい。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 ということですね。やはり、指定管理者も営業努力するのも限度があると思うんです。

幾ら一生懸命営業して、ＰＲしても、お客さんが来なかったら、もう大変ですから。やは

り、最終的に困るのは、町のほうで、結局その町のこの施設をどうするかということまで、

もうこれから考えていかんと、恐らく海面上に建っている施設というのはもう老朽化して、

最終的にはもう解体せなあかんようになった場合に、町の金で解体したら大変なあれにな

りますので、せめて大阪府からのしでもつけてもらってたんやったら、その金ね、基金か

ら積んでたら、３億なら３億、５億なら５億てもらってたらね、解体費用。これ今の町長

に責めてるの違いますよ。当時の町長が決めたんやから、その町長が責任あると思うので

す。 

そういうこと、ほいで釣り公園する町長も、私は当時、やる勇気とやめる勇気どっちや

と言ったら、やります言ったんやからね。その当時の町長がね。 

そやから、こういうことになるからということを、私まあ警告して言ったんやけども、

当然やってしまったん。 

そしたら、どうするか言ったら、現在の町長はやっぱり知恵出してもうて、やはり大規

模改修するのにお金を工面してもらわないかん。 

指定管理者なんかにお金出せいうのは、これ殺生な話でね。やっぱり町の施設は町がや

っぱりあれせないかんということで、一つあの基金については、またこの庁舎の建替えの
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話もまたぞろついてきてますので、町長、大変と思うけども、まあ一つ知恵出して、そし

てあの施設の維持管理頼んどきますわ。はい。もう私からも要望だけしときます。 

反保委員長 要望だけ。 

中原副委員長。 

中原副委員長 釈明するわけではないんですけど、先ほど小川委員のほうから、中原さんの言った

ことについてということで、まあお聞きになった事柄があります。それでそのことについ

て、田代町長からもタウンミーティングでの話であろうというようにお話をいただいたと

ころです。 

おっしゃるとおりで、私の受けた印象、聞いて感じたところによると、現地で聞いたも

の、内容については、きちんと小規模の改修を小まめにやっておけば、そんな大規模な改

修は必要ないんじゃないかというような発言をなさったのかなと私は受けとめてまして、

ただ、それは言葉のやりとりですから、発言者がどういう意図を持って、もしかしたら、

それ以外の事柄も伝えたかったんだけれど、言葉としてはそういう言葉になられたのかも

しれないんですが、私は発言を聞いてそのように受けとめましたので、指定管理者の中に

はそういうお考えもあるようだということを発言させていただいたところです。 

それで、そのことについての町の考え方は先ほど披瀝されたとおりだと思いますので、

そういういきさつでございました。 

反保委員長 よろしいですか。 

これで、諸支出金の質疑を終わります。 

以上で、一般会計歳出の質疑を終了します。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第５８号「平成２７年度岬町一般会計決算認定の件」のうち、本委員会に付託され

ました案件について、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 
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よって、議案第５８号のうち、本委員会に付託されました案件は、認定することに決定

しました。 

議案第６１号「平成２７年度岬町下水道事業特別会計決算認定の件」を議題とします。 

本件につきましては、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略したい

と思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

反保委員長 それでは、決算書１８３ページから１９４ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６１号「平成２７年度岬町下水道事業特別会計決算認定の件」について、原案の

とおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６１号は、本委員会において認定することに決定しました。 

議案第６２号「平成２７年度岬町漁業集落排水事業特別会計決算認定の件」を議題とし

ます。 

本件につきましては、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略したい

と思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

反保委員長 決算書１９５ページから２０１ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

竹原委員。 
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竹原委員 全体にかかわってでございます。この、ごめんなさいね。漁業集落排水事業によって、

つないでるつないでないっていう件数ですね。過去からまあ増えているのかどうかという

のが気になりましたので、その点の件数、世帯数というですかね。その割合等々を教えて

ください。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 漁業集落排水事業の接続人口の割合としまして、平成２６年３月末で８４．

４％、それで、２７年３月末で８６．２％、２８年３月末で８６．６％、ほぼ横ばいです。 

反保委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 今、問われていた接続率ですけれども、これは残っているところについては、ここ

は地域がら、例えばもう親御さんが住んでいたんだけれど、お亡くなりになられて、本来

であれば接続したほうが相続人なり、接続したほうがいいんだろうけれど、その後のその

家屋、土地についての活用の見通しがまだはっきりしないとか、住んでおられないところ

になっている状態のところもそこそこあると思うんですね。そういうところが残っている

というように捉えていいのか、接続についての働きかけをしているところが現在もまだ残

されているのか、そのあたりについてお聞きをしたいと思います。 

それから、一般会計の繰出金が徐々に増加していっている傾向にあるのかなというよう

に、過去のものとずっと経年的に見ていきますと、そんなようにお見受けしているんです

けれど、それは何か要因があるのか、事業費そのもの、歳出が大きくなっていくことによ

るのか、何らかの要因があれば、教えていただきたいなと思います。お願いします。 

反保委員長 中谷課長。 

中谷土木下水道課長 先ほどの中原委員のご質問につきまして、接続している家屋ですが、ほとん

どの方が空き家になっております。 

中原副委員長 接続している。 

中谷土木下水道課長 接続していない家屋については、ほとんどが空き家です。 

それと、一般会計の繰入金の増加につきましては、施設の維持管理、補修も伴いますけ

ども、それが一部施設の老朽化に伴って増加傾向であるという状況が見受けられます。 

反保委員長 よろしいですか。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 質疑なしと認めます。 
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これで、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６２号「平成２７年度岬町漁業集落排水事業特別会計決算認定の件」について、

原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６２号は、本委員会において認定することに決定しました。 

議案第６８号「平成２７年度岬町水道事業会計決算認定の件」を議題とします。 

本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

反保委員長 決算書２９２ページから３２９ページをごらんください。 

質疑ございますか。 

３２９ページをごらんください。 

竹原委員。 

竹原委員 このページで言うとちょっとどこに当たるのか難しいところでございますが、私が気に

なるのが、この水道事業の見通しっていうんですか、やっぱり、町単独で営業していくの

がいいのか、広域水道で行っていくのがいいのか、また、その件に関しては、一般質問で

奥野議員がされていたところを聞いておると、やはり、水道、広域水道に移行したほうが

メリットがあるんではないかと私は理解したんですが、この水道事業が円滑に進むように、

担当課で広域に加入するようにもっていってくれてるのかなと、このように思いますけど

も、進捗について、再度になるかもわかりませんが、答弁していただきたいなと思います。 

反保委員長 鵜久森理事。 

鵜久森水道事業理事 統合に関することでしょうか。 

竹原委員 そうですね。 
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鵜久森水道事業理事 それの進捗状況といいましょうか、ご説明させていただきたいと思います。 

本議会でもご説明させてもらいましたけども、本町を含む７市町村が今、統合に関する

検討の協議を開始しております。 

今年度中にその資料をまとめまして、また、メリット、デメリット等を整理した資料を

作成し、ご報告したいと思っていますので、その節はよろしくお願いいたします。 

反保委員長 よろしいですか。 

竹原委員。 

竹原委員 本年度中にというのは、もう年末、１２月の議会、３月議会、どっちになりそうでしょ

うか。 

反保委員長 鵜久森理事。 

鵜久森水道事業理事 進捗状況としましては、今、岬町の資料を全部提出しまして、作成に入って

いるところでございますので、一応、今年度末にはというところで考えております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 それでは、今年度の末でそういう資料が出てくるので、そのときに私たちが判断すると

いう日程になるということで、それまでにもいろいろな勉強もしたいので、また要望です

けども、水道のほうの資料なりが、わかるものが出てきたときに、いろいろ全員協議会な

りなんなりで、勉強させていただければと思いますので、この点要望させていただいとき

ます。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 誤解があったらいけませんので、念のために答弁させていただきたいと思います。 

現在は大阪府の水道企業団、大阪市を除く全部が加入して、今その運営をやっているわ

けですけども、それ以外に全て統合して、まあいわば施設も全て、人員も職員も統合して

メリット出るか、デメリットとなるか、その法的協議会を今、立ち上げて、その中のテー

ブルについています。 

しかし、ついていますけれども、我々内部で、これはマイナスだと、プラスだというこ

との判断は、やっぱり議会の皆さん方のやっぱりご理解も得ないといけないということで、

必ずこれは私どもは議会に事前に説明会等も開いて、そしてその中で議会の意見を聞かせ

ていただいて、判断をしたいとこのように思っていますので、即、今やっているから、次

はいわば統合に向けてやるのかということはないと理解していただきたいというように思

います。 
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反保委員長 よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 これで、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６８号「平成２７年度岬町水道事業会計決算認定の件」について、原案のとおり

認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６８号は、本委員会において認定することに決定しました。 

以上で、本委員会に付託を受けました審議７件については、全て議了いたしました。 

本日の審議経過並びに結果につきましては、次の本会議において委員長報告を行います

ので、委員の皆様方のご協力をお願いします。 

これで事業委員会を閉会します。 

（午後 ４時５７分 閉会） 



 

79 
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